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三



陳
甘
寧
辺
区
第
二
期
参
議
会
通
過
条
例
（
続
）

険
甘
寧
辺
区
各
級
参
議
会
組
織
条
例

　
（
民
国
三
十
年
十
一
月
辺
区
第
二
期
参
議
会
修
正
通
過
、

　
四
月
辺
区
政
府
公
布
）

第
一
章
　
総

則

三
十
一
年

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
国
民
政
府
建
国
大
綱
に
基
づ
き
、
国
民
政
府
の

　
発
布
し
た
省
参
議
会
組
織
条
例
、
お
よ
び
陵
甘
寧
辺
区
の
実
際
の
事
情

　
を
参
照
し
て
、
広
大
な
民
衆
を
動
員
団
結
し
て
抗
戦
建
国
の
事
業
に
参

　
加
さ
せ
、
三
民
主
義
の
抗
戦
建
国
綱
領
を
実
現
し
、
新
民
主
主
義
の
政

　
治
を
完
成
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
制
定
す
る
。

第
二
条
　
辺
区
各
級
の
参
議
会
は
、
辺
区
各
級
の
人
民
を
代
表
す
る
機
関

　
で
あ
る
。

第
二
章
　
議

員

第
三
条
　
各
級
参
議
会
の
議
員
は
、
人
民
が
直
接
に
選
挙
す
る
。
た
だ

　
し
、
同
級
政
府
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
国
事
に
従
事
し
ま
た
は
社

　
会
・
経
済
・
文
化
各
方
面
に
お
い
て
名
望
の
あ
る
者
を
招
聰
し
て
議
員

　
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
人
数
は
議
員
総
数
の
十
分
の
一
を
こ
え

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
条
　
各
級
参
議
会
議
員
の
定
員
は
、
招
贈
し
た
議
員
を
除
く
外
は
、

　
選
挙
条
例
の
規
定
に
よ
る
。

第
三
章
組

織

ご
二
四

第
五
条
　
辺
区
は
辺
区
参
議
会
、
県
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議

　
会
、
お
よ
び
郷
市
（
あ
る
い
は
区
と
同
格
の
市
）
参
議
会
を
設
立
す
る
。

第
六
条
　
辺
区
お
よ
び
県
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
は
、
議

　
員
の
中
か
ら
議
長
一
名
、
副
議
長
一
名
を
選
出
し
、
会
議
全
体
の
工
作

　
を
主
持
す
る
。
た
だ
し
大
会
開
催
の
と
き
は
、
若
干
名
を
選
挙
し
て
主

　
席
団
を
組
織
し
、
正
副
議
長
の
会
務
の
進
行
を
補
佐
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
七
条
辺
区
お
よ
び
県
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
は
、
議

　
員
の
中
か
ら
常
駐
議
員
を
選
出
す
る
。

　
そ
の
定
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
辺
区
参
議
会
　
九
人
、

　
　
二
、
県
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
　
五
人
。

　
　
議
長
お
よ
び
副
議
長
は
当
然
に
常
駐
議
員
と
な
り
、
本
来
の
定
員
の

　
中
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
。

第
八
条
　
辺
区
お
よ
び
県
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
の
常
駐

　
委
員
は
、
休
会
期
間
中
に
、
常
駐
〔
委
員
）
会
の
日
常
の
事
務
を
処
理
す

　
る
外
に
、
ま
た
次
の
職
権
を
も
つ
て
い
る
。

　
　
一
、
同
級
政
府
の
参
議
会
の
議
決
案
の
執
行
に
対
す
る
監
督
、

　
　
二
、
同
級
政
府
の
期
限
ご
と
の
工
作
の
報
告
の
聴
取
り
、

　
　
三
、
同
級
政
府
に
対
す
る
建
議
と
問
合
せ
、

　
　
四
、
同
級
政
府
委
員
会
会
議
に
出
席
の
代
表
の
派
遣
、



　
　
五
、
必
要
な
場
合
に
参
議
会
臨
時
会
議
の
召
集
の
決
定
。

第
九
条
　
郷
市
参
議
会
は
、
立
法
と
行
政
の
合
一
制
を
採
用
し
、
議
長
副

　
議
長
を
お
か
ず
、
会
議
開
催
の
と
き
は
主
席
団
三
名
を
推
挙
し
て
、
会

　
務
を
主
持
す
る
。
郷
市
長
は
当
然
に
主
席
団
の
一
員
と
な
る
。
休
会
期

　
間
中
に
も
常
駐
委
員
を
設
け
な
い
。

第
十
条
　
区
と
同
格
の
市
に
参
議
会
を
設
置
し
、
郷
市
参
議
会
の
組
織
と

　
同
じ
く
し
、
郷
以
下
の
坊
あ
る
い
は
保
に
は
参
議
会
を
設
置
し
な
い
。

第
十
［
条
　
辺
区
県
参
議
員
で
政
府
委
員
に
選
ば
れ
た
も
の
が
、
参
議
会

　
を
退
会
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
も
の
自
身
に
関
す
る
問
題
を

　
討
論
す
る
と
き
は
、
発
言
権
の
み
は
あ
る
が
表
決
権
を
も
た
な
い
。

第
十
二
条
　
各
級
参
議
会
の
開
会
の
と
き
に
、
秘
書
処
・
議
員
資
格
審
査

　
委
員
会
お
よ
び
各
種
提
案
審
査
委
員
会
を
設
け
る
。
そ
の
組
織
は
別
に

　
こ
れ
を
定
め
る
。

第
四
章
　
職

権

第
十
三
条
　
辺
区
参
議
会
の
職
権
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
政
府
主
席
・
副
主
席
・
政
府
委
員
お
よ
び
辺
区
高
等
法
院
院
長

　
　
　
を
選
挙
す
る
こ
と
、

　
　
二
、
辺
区
政
府
正
副
主
席
・
政
府
委
員
お
よ
び
辺
区
高
等
法
院
院
長

　
　
　
を
罷
免
す
る
こ
と
、

　
　
三
、
辺
区
各
級
政
府
・
司
法
機
関
の
公
務
職
員
を
監
察
し
な
ら
び
に

　
　
　
弾
劾
す
る
こ
と
、

　
　
四
、
辺
区
の
単
行
法
規
を
自
主
制
定
〔
創
製
）
し
お
よ
び
再
決
議
【
複

　
　
　
決
》
す
る
こ
と
、

　
　
五
、
民
政
・
財
政
・
糧
食
・
建
設
・
教
育
お
よ
び
地
方
軍
事
等
に
関

　
　
　
す
る
各
項
の
計
画
を
審
議
裁
可
す
る
こ
と
、

　
　
六
、
辺
区
政
府
の
提
出
す
る
預
算
を
審
議
可
決
し
、
な
ら
び
に
そ
の

　
　
　
決
算
を
審
査
す
る
こ
と
、

　
　
七
、
地
方
税
の
徴
収
廃
止
あ
る
い
は
〔
税
額
の
〕
増
減
を
決
定
す
る
こ

　
　
　
と
、

　
　
八
、
地
方
公
債
の
発
行
を
決
定
す
る
こ
と
、

　
　
九
、
辺
区
政
府
主
席
、
政
府
委
員
会
、
お
よ
び
各
庁
庁
長
、
高
等
法

　
　
　
院
長
の
提
出
す
る
審
議
事
項
を
議
決
す
る
こ
と
、

　
　
十
、
辺
区
人
民
お
よ
び
民
衆
団
体
が
審
議
を
求
め
る
事
項
を
議
決
す

　
　
　
る
こ
と
、

　
　
十
一
、
辺
区
政
府
が
、
参
議
会
決
議
事
項
を
執
行
す
る
こ
と
を
督
促

　
　
　
し
お
よ
び
検
査
す
る
こ
と
、

　
　
十
二
、
辺
区
で
創
設
し
あ
る
い
は
改
革
す
る
べ
き
重
要
事
項
を
決
定

　
　
　
す
る
こ
と
、

　
　
十
三
、
閉
会
期
間
中
の
常
駐
〔
委
員
）
会
、
お
よ
び
辺
区
政
府
主
席
あ

　
　
　
る
い
は
政
府
委
員
会
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
重
要
事
項
を
追
認
す

　
　
　
る
こ
と
。

第
十
四
条
　
県
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
の
職
権
は
、
次
の

　
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
県
（
市
）
長
（
必
要
な
場
合
は
副
県
〔
市
）
長
を
加
え
て
選
ぶ
こ
と

　
　
　
が
で
き
る
）
・
県
（
市
）
政
府
委
員
お
よ
び
地
方
法
院
院
長
を
選
挙

ニ
ニ
五



　
　
　
す
る
こ
と
、

　
　
二
、
県
（
市
）
長
（
お
よ
び
副
県
〔
市
〕
長
）
・
県
（
市
）
政
府
委
員
お
よ

　
　
　
び
地
方
法
院
長
を
罷
免
す
る
こ
と
、

　
　
三
、
県
（
市
）
政
府
・
司
法
機
関
の
公
務
職
員
を
監
察
し
お
よ
び
弾
劾

　
　
　
す
る
こ
と
、

　
　
四
、
そ
の
県
（
市
）
の
地
方
経
費
の
収
支
項
目
を
決
定
す
る
こ
と
、

　
　
五
、
そ
の
県
（
市
）
の
単
行
法
規
を
自
主
制
定
〔
創
制
）
し
、
お
よ
び
再

　
　
　
決
議
ハ
複
決
》
す
る
こ
と
、

　
　
六
、
県
（
市
）
政
府
の
民
政
・
財
政
・
糧
食
・
建
設
・
教
育
お
よ
び
地

　
　
　
方
軍
事
等
に
関
す
る
各
事
項
計
画
を
審
議
裁
可
す
る
こ
と
、

　
　
七
、
県
（
市
）
長
・
県
（
市
）
政
府
委
員
会
の
付
託
し
た
事
項
を
議
決
す

　
　
　
る
こ
と
、

　
　
八
、
本
県
（
市
）
人
民
お
よ
び
大
衆
団
体
が
審
議
を
求
め
る
事
項
を
議

　
　
　
決
す
る
こ
と
、

　
　
九
、
県
（
市
）
政
府
が
、
参
議
会
決
議
事
項
を
執
行
す
る
こ
と
を
督
促

　
　
　
し
お
よ
び
検
査
す
る
こ
と
、

　
　
十
、
そ
の
県
（
市
）
で
創
設
し
あ
る
い
は
改
革
す
る
べ
き
重
要
事
項
を

　
　
　
決
定
す
る
こ
と
、

　
　
十
一
、
参
議
会
の
閉
会
期
間
中
の
常
駐
〔
委
員
）
会
お
よ
び
県
（
市
）
長

　
　
　
・
県
（
市
）
政
府
委
員
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
事
項
を
追
認
す
る
こ

　
　
　
と
。

第
十
五
条
　
郷
市
参
議
会
の
職
権
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
そ
の
郷
市
で
創
設
し
あ
る
い
は
改
革
す
る
べ
き
事
項
を
議
決
し

一
三
六

　
　
　
そ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
、

　
　
二
、
上
級
政
府
か
ら
処
理
を
託
さ
れ
た
事
項
を
議
決
し
そ
れ
を
執
行

　
　
　
す
る
こ
と
、

　
　
三
、
そ
の
郷
市
の
人
民
公
約
を
議
決
す
る
こ
と
、

　
　
四
、
そ
の
郷
市
の
経
費
の
収
支
項
目
を
議
決
す
る
こ
と
、

　
　
五
、
そ
の
郷
市
の
人
民
お
よ
び
民
衆
団
体
の
提
議
し
た
事
項
を
議
決

　
　
　
し
な
ら
び
に
執
行
す
る
こ
と
、

　
　
六
、
郷
市
長
お
よ
び
郷
市
政
府
委
員
を
選
挙
し
な
ら
び
に
罷
免
す
る

　
　
　
こ
と
、

　
　
七
、
郷
市
お
よ
び
村
坊
の
行
政
職
員
を
監
督
し
お
よ
び
弾
劾
す
る
こ

　
　
　
と
。

第
十
六
条
　
村
長
・
行
政
村
主
任
（
市
の
坊
長
あ
る
い
は
甲
長
）
は
、
選

　
民
大
会
が
直
接
こ
れ
を
選
挙
し
、
毎
年
一
回
改
選
を
行
う
。

　
　
第
五
章
会
議

第
十
七
条
　
各
級
参
議
会
の
会
期
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
辺
区
参
議
会
は
一
年
に
一
回
開
会
、

　
　
二
、
県
（
市
）
参
議
会
は
半
年
ご
と
に
一
回
開
会
、

　
　
三
、
郷
市
参
議
会
は
二
箇
月
ご
と
に
一
回
開
会
、

　
　
四
、
辺
区
お
よ
び
県
（
市
）
参
議
会
の
常
駐
議
員
は
月
ご
と
に
一
回
開

　
　
　
会
。

第
十
八
条
　
辺
区
県
参
議
会
は
、
次
に
あ
げ
る
事
情
の
一
が
あ
る
と
き

　
は
、
臨
時
会
議
を
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
　
一
、
各
当
該
会
議
と
同
級
の
政
府
の
請
求
の
あ
る
と
き
、

　
　
二
、
各
当
該
参
議
会
議
員
三
分
の
一
以
上
の
請
求
が
あ
る
と
き
、

　
　
三
、
各
当
該
管
轄
区
域
内
の
民
衆
団
体
の
連
名
に
よ
る
請
求
が
あ
る

　
　
　
と
き
、

　
　
四
、
各
当
該
参
議
会
常
駐
委
員
会
の
決
定
を
へ
た
と
き
。

第
十
九
条
　
郷
市
（
あ
る
い
は
区
と
同
格
の
市
）
参
議
会
は
、
次
に
あ
げ

　
る
事
情
の
一
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
会
議
を
召
集
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
　
一
、
郷
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
、

　
　
二
、
村
長
・
行
政
村
主
任
（
あ
る
い
は
坊
長
・
甲
長
）
の
連
名
の
請

　
　
　
求
の
あ
る
と
き
、

　
　
三
、
十
分
の
一
以
上
の
選
挙
民
の
請
求
が
あ
る
と
き
。

第
二
十
条
　
各
級
参
議
会
の
会
議
規
則
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
国
条
　
辺
区
県
参
議
会
の
開
会
の
と
き
に
は
、
参
議
員
を
兼
ね
て

　
い
な
い
同
級
の
行
政
お
よ
び
司
法
長
官
は
、
い
ず
れ
も
列
席
す
る
こ
と

　
が
で
き
、
発
言
権
が
あ
る
が
表
決
権
を
も
た
な
い
。

　
　
参
議
員
を
兼
ね
て
い
な
い
村
長
・
行
政
村
主
任
（
あ
る
い
は
坊
長
・

　
甲
長
）
は
、
郷
市
参
議
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
権
利
は

　
一
般
の
参
議
員
と
同
じ
で
あ
る
。

第
二
十
二
条
　
辺
区
県
（
市
）
参
議
会
の
決
議
案
は
、
同
級
政
府
に
執
行
の

　
た
め
公
文
で
送
付
す
る
。
も
し
政
府
委
員
会
が
不
適
当
と
認
め
た
と
き

　
は
、
そ
の
理
由
を
詳
細
具
体
的
に
し
て
原
参
議
会
に
再
審
議
を
す
る
た

　
め
回
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郷
市
政
府
に
は
こ
の
権
限
は
無
い
。

第
二
十
三
条
　
下
級
参
議
会
は
上
級
参
議
会
あ
る
い
は
上
級
政
府
の
決
議

　
と
命
令
と
を
否
決
し
あ
る
い
は
そ
の
執
行
を
停
止
す
る
権
限
を
も
た
な

　
い
。
た
だ
し
意
見
を
陳
述
し
て
そ
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

　
が
、
未
だ
変
更
さ
れ
な
い
前
は
原
案
に
よ
つ
て
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
　
下
級
参
議
会
の
決
定
し
た
案
件
に
、
不
適
当
な
も
の
が
あ
る
と
き

　
は
、
同
級
政
府
は
上
級
政
府
あ
る
い
は
上
級
参
議
会
の
指
示
を
う
け

　
て
、
そ
の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
各
級
参
議
会
議
員
は
、
議
会
の
中
で
の
言
論
に
つ
い
て
、

　
外
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
。

第
二
十
五
条
　
各
級
参
議
員
を
、
そ
の
任
期
内
に
、
現
行
犯
を
除
い
て
、

　
各
級
参
議
会
あ
る
い
は
常
駐
委
員
会
の
許
可
を
経
な
け
れ
ば
、
逮
捕
あ

　
る
い
は
罷
免
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
六
章
　
任

期

第
二
十
六
条
　
各
級
参
議
会
の
任
期
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
辺
区
参
議
会
議
員
の
任
期
は
三
年
、

　
　
二
、
県
（
市
）
参
議
会
議
員
の
任
期
は
二
年
、

　
　
三
、
郷
市
参
議
会
議
員
の
任
期
は
一
年
。

第
二
十
七
条
　
辺
区
県
参
議
会
議
員
が
、
も
し
そ
の
任
期
内
に
、
事
故
に

　
よ
つ
て
死
亡
し
空
席
が
で
き
、
あ
る
い
は
罷
免
さ
れ
た
と
き
は
、
候
補

　
議
員
よ
り
順
次
補
充
さ
れ
る
。

第
二
十
八
条
　
候
補
議
員
は
、
参
議
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
、
発
言
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権
を
も
つ
が
表
決
権
を
も
た
な
い
。
た
だ
し
、
自
己
の
選
挙
単
位
の
正

　
式
議
員
が
、
事
情
に
よ
り
暫
く
欠
席
し
、
候
補
議
員
に
代
理
を
委
託
す

　
る
と
き
は
、
臨
時
に
表
決
権
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
七
章
　
改
　
　
　
選

第
二
十
九
条
　
各
級
参
議
会
議
員
の
任
期
の
満
了
後
、
選
挙
条
例
に
従
つ

　
て
こ
れ
を
改
選
す
る
。
た
だ
し
、
再
選
さ
れ
再
任
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
　
第
八
章
　
附
　
　
　
則

第
三
十
条
　
こ
の
条
例
の
改
正
お
よ
び
解
釈
の
権
限
は
辺
区
参
議
会
に
属

　
す
る
。

第
三
十
一
条
こ
の
条
例
は
辺
区
参
議
会
で
審
議
可
決
し
た
後
、
辺
区
政

　
府
が
こ
れ
を
公
布
施
行
す
る
。

　
陵
甘
寧
辺
区
各
級
参
議
会
選
挙
条
例

　
（
民
国
三
十
年
十
一
月
辺
区
第
二
期
参
議
会
修
正
通
過
、
三
十
一
年
四

　
月
辺
区
政
府
公
布
）

　
　
第
一
章
　
総
　
　
　
則

第
一
条
　
本
条
例
は
、
国
民
政
府
建
国
大
綱
の
民
主
選
挙
の
原
則
、
お
よ

　
び
陵
甘
寧
辺
区
の
実
際
の
事
情
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
制
定
す
る
。

第
二
条
　
普
通
・
直
接
・
平
等
・
無
記
名
の
投
票
に
よ
る
選
挙
制
を
採
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八

　
し
、
辺
区
県
市
（
県
と
同
格
の
市
、
以
下
同
じ
）
お
よ
び
区
郷
市
（
あ

　
る
い
は
区
と
同
格
の
市
、
以
下
同
じ
）
三
級
参
議
会
の
参
議
員
を
選
挙

　
し
て
、
辺
区
・
県
（
市
）
お
よ
び
郷
市
参
議
会
を
組
織
す
る
。

　
　
第
二
章
選
挙
資
格

第
三
条
　
お
よ
そ
、
辺
区
の
区
域
内
に
居
住
す
る
人
民
で
、
年
令
満
十
八

　
才
〔
以
上
〕
の
も
の
は
、
階
級
・
党
派
・
職
業
・
男
女
・
宗
教
・
民
族
・

　
財
産
と
文
化
程
度
の
差
別
を
分
か
た
ず
、
す
べ
て
選
挙
権
と
被
選
挙
権

　
と
を
有
す
る
。

第
四
条
　
次
に
あ
げ
る
事
情
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
、
選
挙
と
被
選
挙

　
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
一
、
売
国
行
為
が
あ
り
、
政
府
に
よ
つ
て
逮
捕
処
罰
さ
れ
る
裁
判
事

　
　
　
件
の
あ
る
も
の
、

　
　
二
、
軍
法
あ
る
い
は
法
院
の
判
決
に
よ
り
公
権
を
剥
奪
さ
れ
て
、
な

　
　
　
お
ま
だ
回
復
し
て
い
な
い
も
の
、

　
　
三
、
精
神
病
者
。

　
　
第
三
章
選
挙
区
域

第
五
条
　
郷
市
（
あ
る
い
は
区
と
同
格
の
市
）
参
議
員
の
選
挙
単
位
は
、

　
居
民
小
組
と
す
る
。

第
六
条
　
県
市
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議
員
の
選
挙
単
位
は
、

　
郷
と
す
る
。

第
七
条
　
辺
区
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
区
域
は
、
県
を
単
位
と
す
る
。



第
四
章
　
参
議
員
選
挙
人
数
の
比
例

第
八
条
　
各
級
参
議
会
選
挙
区
の
住
民
と
被
選
挙
人
の
比
率
に
よ
る
定
数

　
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
郷
市
参
議
会
は
、
二
十
人
か
ら
六
十
人
ま
で
の
居
民
小
組
ご
と

　
　
　
に
、
参
議
員
一
名
を
選
挙
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
が
五
百
人

　
　
　
に
満
た
な
い
郷
市
は
、
そ
の
居
民
小
組
は
二
十
人
よ
り
少
く
て
は

　
　
　
な
ら
な
い
。
五
百
人
以
上
の
郷
市
で
は
、
そ
の
居
民
小
組
は
六
十

　
　
　
人
よ
り
多
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
一
の
郷
市
の
居
民
小
組
に
お
い

　
　
　
て
は
、
そ
の
人
数
の
相
互
の
差
が
十
分
の
三
を
こ
え
て
は
な
ら
な

　
　
　
い
。

　
　
二
、
区
と
同
格
の
市
議
会
は
、
六
十
人
か
ら
二
百
五
十
人
の
居
民
小

　
　
　
組
ご
と
に
、
議
員
一
名
を
選
挙
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
千
五
百

　
　
　
人
以
下
の
市
で
は
、
そ
の
居
民
小
組
は
六
十
人
よ
り
少
く
て
は
な

　
　
　
ら
な
い
。
一
千
五
百
人
以
上
の
市
は
、
そ
の
居
民
小
組
は
二
百
五

　
　
　
十
人
よ
り
多
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
同
一
の
市
の
居
民
小
組
で
は
、
そ
の
人
数
の
相
互
の
差
が
十
分

　
　
　
の
三
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
三
、
県
参
議
会
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
は
、
住
民
が
四
百
人

　
　
　
か
ら
八
百
人
に
達
す
る
ご
と
に
、
議
員
一
名
を
選
挙
で
き
る
。
す

　
　
　
な
わ
ち
、
人
口
が
一
万
五
千
人
以
下
の
県
（
市
）
で
は
、
そ
の
選
挙

　
　
　
す
る
参
議
員
と
住
民
と
の
比
例
は
四
百
人
よ
り
少
く
て
は
な
ら
な

　
　
　
い
ゆ
人
口
一
万
五
千
人
以
上
の
県
（
市
）
で
は
、
そ
の
選
挙
す
る
参

　
　
　
議
員
と
住
民
と
の
比
例
は
八
百
人
よ
り
多
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
四
、
辺
区
参
議
会
は
、
住
民
が
八
千
人
に
達
す
る
ご
と
に
議
員
一
名

　
　
　
を
選
挙
で
き
る
。
た
だ
し
人
口
が
最
も
多
い
県
（
市
）
で
も
、
そ
の

　
　
　
選
挙
す
べ
き
議
員
は
十
名
よ
り
多
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
口
が
最

　
　
　
も
少
い
県
（
市
）
で
も
、
そ
の
選
挙
す
べ
き
議
員
は
三
名
よ
り
少
く

　
　
　
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
以
上
に
列
挙
し
た
各
項
の
選
挙
比
例
の
実
数
は
、
当
該
〔
選
挙
〕
区
の

　
選
挙
委
員
会
が
審
議
し
て
定
め
、
上
級
の
選
挙
委
員
会
に
報
告
し
て
そ

　
の
審
議
裁
可
を
え
て
確
定
す
る
。

第
九
条
　
辺
区
県
参
議
会
の
選
挙
単
位
の
住
民
が
、
前
条
の
比
率
に
よ
る

　
定
数
の
法
定
人
数
に
満
た
な
い
が
、
す
で
に
そ
の
二
分
の
一
に
達
し
て

　
い
る
も
の
は
、
議
員
一
名
を
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
比
率
に

　
よ
る
定
数
を
こ
え
て
い
る
余
数
が
、
二
分
の
一
に
達
し
て
い
る
と
き
も

　
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

第
十
条
　
辺
区
県
参
議
会
の
選
挙
に
お
い
て
、
各
選
挙
単
位
の
当
選
人
数

　
に
按
分
し
て
、
そ
の
五
分
の
一
の
候
補
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
も
し
当
該
単
位
に
五
人
の
議
員
が
い
な
い
と
き
に
は
、
た
だ
候
補

　
議
員
一
名
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
得
票
数
の
多
い
も

　
の
か
ら
順
次
充
当
す
る
。

　
　
候
補
議
員
が
会
議
に
出
席
す
る
と
き
は
、
発
言
権
を
も
つ
の
み
で
表

　
決
権
を
も
た
な
い
。
居
民
小
組
を
単
位
と
し
て
選
出
さ
れ
る
郷
市
参
議

　
員
は
、
候
補
議
員
を
お
か
な
い
。

第
十
一
条
警
察
・
学
校
・
工
場
・
機
関
・
県
保
安
部
隊
は
、
い
ず
れ
も
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そ
の
所
在
地
の
区
域
の
選
挙
に
参
加
し
、
住
民
と
同
様
に
す
る
。
た
だ

　
し
辺
区
保
安
部
隊
・
抗
日
駐
防
部
隊
・
専
門
以
上
の
学
校
・
百
人
以
上

　
の
産
業
工
場
は
、
そ
の
生
産
を
単
位
と
し
て
、
単
独
選
挙
を
行
う
こ
と

　
が
で
き
、
所
属
参
議
会
に
出
席
す
る
参
議
員
を
選
挙
す
る
。
も
し
第
八

　
条
に
規
定
す
る
当
該
区
域
所
定
選
挙
比
率
に
よ
る
定
数
に
不
足
す
る
と

　
き
は
、
数
単
位
を
連
合
し
て
選
挙
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
連
合
し
て

　
な
お
定
数
に
不
足
す
る
と
き
は
、
た
だ
議
員
一
名
を
選
出
で
き
る
。

　
　
専
門
以
上
の
学
校
・
百
人
以
上
の
産
業
工
場
の
職
員
は
、
そ
の
生
産

　
単
位
の
選
挙
に
参
加
す
る
外
、
同
時
に
そ
の
所
在
地
の
郷
市
選
挙
に
参

　
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
　
辺
区
の
区
域
内
に
居
住
す
る
少
数
民
族
の
選
挙
は
、
次
の
と

　
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
各
級
参
議
会
選
挙
の
住
民
法
定
人
数
に
す
で
に
達
し
て
い
る
も

　
　
　
の
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
比
率
に
よ
る
定
数
に
従
つ
て
、
単
独

　
　
　
に
民
族
選
挙
を
行
う
、

　
　
二
、
法
定
人
数
に
不
足
す
る
が
、
郷
市
選
挙
の
五
分
の
一
、
県
市
選

　
　
　
挙
の
五
分
の
一
、
辺
区
選
挙
の
八
分
の
一
に
す
で
に
達
し
て
い
る

　
　
　
住
民
は
、
ま
た
単
独
に
民
族
選
挙
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
れ
当
該
級
参
議
会
参
議
員
一
名
を
選
出
す
る
、

　
　
三
、
前
第
二
款
に
規
定
す
る
各
級
選
挙
の
住
民
の
人
数
に
不
足
す
る

　
　
　
も
の
は
、
区
域
選
挙
に
参
加
し
、
一
般
住
民
と
同
様
に
す
る
、

　
　
四
、
少
数
民
族
の
選
挙
は
、
各
級
参
議
会
の
地
域
を
選
挙
単
位
と
す

　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
こ
の
場
合
〕
第
三
章
の
選
挙
単
位
の
制
限
を

受
け
な
い
。

第
五
章
　
改

選

四
〇

第
十
三
条
　
郷
市
（
区
と
同
格
の
市
）
参
議
会
参
議
員
は
、
一
年
ご
と
に

　
一
回
改
選
す
る
。

第
十
四
条
　
県
市
（
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
参
議
員
は
、
二
年
ご
と
に

　
一
回
改
選
す
る
。

第
十
五
条
　
辺
区
参
議
会
参
議
員
は
、
三
年
ご
と
に
一
回
改
選
す
る
。

第
十
六
条
　
各
級
参
議
員
に
そ
の
任
期
内
に
も
し
職
務
に
不
適
当
な
こ
と

　
が
あ
れ
ば
、
該
級
議
員
選
挙
の
法
定
人
数
の
十
分
の
一
以
上
の
選
挙
民

　
の
提
議
に
よ
つ
て
、
該
選
挙
単
位
の
投
票
を
経
て
、
こ
の
も
の
を
罷
免

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
　
辺
区
各
級
参
議
会
が
、
も
し
特
殊
な
事
情
が
お
こ
つ
て
、
期

　
日
に
準
じ
て
改
選
が
で
き
な
い
と
き
は
、
郷
市
〔
参
議
会
〕
ま
た
は
県

　
市
〔
参
議
会
〕
の
場
合
は
、
郷
市
参
議
会
県
市
参
議
会
（
あ
る
い
は
県
市

　
参
議
会
常
駐
委
員
会
）
が
、
辺
区
参
議
会
（
あ
る
い
は
辺
区
参
議
会
常

　
駐
委
員
会
）
に
そ
の
延
期
の
議
決
を
具
申
む
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
辺

　
区
参
議
会
は
自
ら
そ
の
延
期
を
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
　
選
挙
委
員
会

第
十
八
条
　
各
級
参
議
会
の
選
挙
を
行
う
の
に
便
宜
の
た
め
に
、
各
級
選

　
挙
委
員
会
を
設
立
す
る
。
そ
の
組
織
規
定
は
こ
れ
を
別
に
定
め
る
。



　
　
第
七
章
　
候
補
〔
議
員
）
お
よ
び
選
挙
運
動

第
十
九
条
　
辺
区
県
参
議
会
の
候
補
議
員
を
順
次
補
充
し
て
全
員
が
尽
さ

　
れ
て
も
、
な
お
法
定
議
員
数
に
不
足
す
る
と
き
は
、
各
選
挙
単
位
で
別

　
に
補
充
選
挙
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
　
各
抗
日
政
党
、
抗
日
大
衆
団
体
は
、
候
補
者
名
簿
お
よ
び
立

　
候
補
の
政
綱
（
競
選
政
綱
〕
を
提
出
し
、
選
挙
運
動
を
行
う
こ
と
が
で
き

　
る
。
選
挙
の
秩
序
を
妨
害
し
な
い
な
ら
ば
こ
れ
に
干
渉
し
あ
る
い
は
こ

　
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
十
［
条
　
お
よ
そ
脅
迫
、
利
で
誘
う
等
の
不
正
行
為
を
し
て
選
挙
の

　
自
由
を
妨
害
す
る
も
の
を
、
当
選
落
選
を
問
わ
ず
、
そ
の
行
動
を
制
止

　
す
る
外
、
ま
た
そ
の
当
事
者
お
よ
び
参
加
人
〔
運
動
員
〕
を
法
院
に
訴
え

　
て
法
に
従
つ
て
懲
罰
す
る
。

　
　
お
よ
そ
公
民
は
、
選
挙
人
に
対
し
て
前
項
の
行
為
が
あ
つ
た
こ
と
を

　
認
め
た
と
き
は
、
司
法
機
関
に
対
し
て
こ
れ
を
告
発
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
Q

　
　
第
八
章
　
経
　
　
　
費

第
二
十
二
条
　
各
級
参
議
会
の
選
挙
経
費
は
、
各
級
選
挙
委
員
会
が
予
算

　
決
算
を
作
成
し
、
辺
区
政
府
財
政
庁
に
報
告
し
そ
の
支
払
を
請
求
す

　
る
。

　
　
第
九
章
　
附
　
　
　
則

第
二
十
三
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
細
則
は
、
別
に
辺
区
政
府
が
こ
れ
を
定

　
め
る
。

第
二
十
四
条
　
こ
の
条
例
は
辺
区
参
議
会
で
審
議
可
決
し
た
後
、
辺
区
政

　
府
が
こ
れ
を
公
布
施
行
す
る
。

第
二
十
五
条
　
こ
の
条
例
の
改
正
の
権
限
は
、
辺
区
参
議
会
に
属
す
る
。

防
甘
寧
辺
区
壮
丁
お
よ
び
牛
馬
戦
時
動
員
条
例

　
　
第
一
章
　
総
　
　
　
則

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
抗
戦
建
国
の
需
要
に
供
給
す
る
た
め
お
よ
び
辺

　
区
の
実
際
の
情
況
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
制
定
す
る
。

第
二
条
　
お
よ
そ
辺
区
に
属
す
る
人
民
は
皆
そ
の
人
力
物
力
を
供
出
す
る

　
義
務
が
あ
る
。

第
三
条
　
壮
丁
と
牛
馬
の
動
員
と
徴
用
と
は
、
左
に
あ
げ
る
事
項
の
用
途

　
に
供
応
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。

　
　
甲
、
軍
事
防
衛
工
事
・
軍
事
倉
庫
・
飛
行
場
等
の
建
設
に
関
す
る
も

　
　
　
の
、

　
　
乙
、
公
共
道
路
工
事
の
修
築
に
関
す
る
も
の
、

　
　
丙
、
軍
需
品
の
運
搬
お
よ
び
傷
病
兵
の
輸
送
に
関
す
る
も
の
、

　
　
丁
、
辺
区
政
府
糧
食
局
に
所
属
す
る
倉
庫
の
糧
秣
の
移
転
運
送
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



一
四
二

　
　
　
す
る
も
の
。

第
四
条
　
各
部
隊
あ
る
い
は
機
関
が
、
第
三
条
に
規
定
す
る
事
項
の
範
囲

　
内
に
属
し
な
い
用
途
で
、
壮
丁
あ
る
い
は
牛
馬
の
使
用
を
必
要
と
す
る

　
と
き
は
、
普
通
待
遇
に
よ
つ
て
こ
れ
を
雇
傭
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

　
動
員
徴
用
の
方
法
を
用
い
て
こ
れ
を
徴
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
章
　
壮
丁
の
動
員

第
五
条
　
お
よ
そ
、
年
令
が
十
六
才
か
ら
四
十
五
才
ま
で
の
男
子
は
、
毎

　
月
い
ず
れ
も
公
の
た
め
に
三
日
服
役
す
る
義
務
が
あ
り
、
政
府
は
年
間

　
の
統
一
的
な
計
画
に
従
つ
て
こ
れ
を
使
用
す
る
。

第
六
条
　
壮
丁
が
服
役
に
動
員
さ
れ
る
に
あ
た
つ
て
次
に
あ
げ
る
事
情
の

　
一
が
あ
る
も
の
は
、
服
役
の
延
期
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の

　
動
員
の
と
き
を
ま
つ
て
こ
れ
を
補
役
す
る
。

　
　
甲
、
壮
丁
が
婚
礼
と
喪
式
の
期
間
十
五
日
以
内
に
あ
る
も
の
、

　
　
乙
、
壮
丁
が
病
気
で
、
医
者
の
す
ぐ
に
服
役
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
い
こ
と
の
証
明
の
あ
る
も
の
、

　
　
丙
、
壮
丁
が
一
戸
〔
世
帯
〕
に
一
人
の
み
で
、
播
種
あ
る
い
は
収
穫
期

　
　
　
の
農
繁
期
に
あ
た
る
と
き
。

第
七
条
　
壮
丁
に
次
に
あ
げ
る
事
情
の
一
が
あ
る
も
の
は
、
徴
役
を
免
除

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
甲
、
壮
丁
に
身
体
傷
害
あ
る
い
は
心
神
喪
失
、
ま
た
は
疾
病
が
あ
り

　
　
　
労
働
が
で
き
な
い
も
の
、

　
　
乙
、
壮
丁
で
学
校
で
勉
学
中
、
あ
る
い
は
生
産
を
離
れ
て
職
に
つ
い

　
　
　
た
も
の
、

　
　
丙
、
辺
区
内
に
転
入
し
て
在
佳
が
一
年
に
満
た
ず
、
し
か
も
壮
丁
が

　
　
　
二
名
以
下
の
戸
〔
世
帯
）
に
あ
る
も
の
、

　
　
丁
、
一
戸
〔
世
帯
〕
に
壮
丁
が
一
名
の
み
家
に
あ
り
、
そ
の
余
の
も
の

　
　
　
が
現
役
の
軍
人
あ
る
い
は
公
務
職
員
と
な
つ
て
い
る
も
の
。

第
八
条
戦
争
・
非
常
時
の
例
外
の
と
き
に
は
、
上
述
の
期
限
お
よ
び
免

　
役
の
制
限
を
う
け
な
い
。
　
（
甲
款
の
規
定
は
除
く
）

第
九
条
　
壮
丁
の
服
役
に
動
員
さ
れ
る
順
序
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
甲
、
職
業
を
も
た
な
い
者
は
職
業
を
も
つ
も
の
の
先
に
す
る
、

　
　
乙
、
年
少
者
は
年
長
者
の
先
に
す
る
、

　
　
丙
、
壮
丁
の
多
い
〔
世
帯
の
〕
も
の
は
壮
丁
の
少
い
〔
世
帯
の
〕
も
の
の

　
　
　
先
に
す
る
。

第
十
条
　
壮
丁
の
服
役
期
間
中
の
食
事
は
自
前
と
し
、
そ
の
毎
日
の
行
程

　
は
、
辺
区
政
府
が
命
令
を
も
つ
て
こ
れ
を
規
定
す
る
。

第
十
一
条
　
自
衛
軍
の
訓
練
勤
務
お
よ
び
代
耕
隊
の
代
耕
に
所
要
す
る
時

　
間
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
服
役
時
聞
の
内
に
算
入
す
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
。第

三
章
　
牛
馬
の
動
員

第
十
二
条
　
お
よ
そ
、
荷
物
の
運
搬
に
供
せ
ら
れ
う
る
牛
馬
は
、
毎
月
公

　
の
た
め
に
三
日
服
役
に
出
す
義
務
が
あ
り
、
政
府
は
年
間
の
統
一
計
画

　
に
よ
つ
て
使
用
す
る
。

第
十
三
条
　
次
に
あ
げ
る
も
の
の
一
に
あ
た
る
も
の
は
、
牛
馬
の
徴
用
を



　
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
甲
、
生
活
の
自
給
が
で
き
な
い
抗
属
〔
抗
日
戦
時
中
の
抗
日
軍
人
の

　
　
　
　
留
守
家
族
－
訳
者
註
〕
、

　
　
乙
、
外
来
の
難
民
貧
民
で
辺
区
の
在
住
が
一
年
に
満
た
な
い
も
の
、

　
　
丙
、
天
災
人
禍
に
遭
遇
し
て
、
受
け
た
重
大
な
損
害
を
負
担
す
る
力

　
　
　
の
無
い
も
の
。

第
十
四
条
　
徴
用
し
た
牛
馬
は
徴
用
さ
れ
た
戸
（
世
帯
〕
で
飼
料
を
準
備
し

　
て
こ
れ
を
養
う
。

第
十
五
条
　
徴
用
せ
ら
れ
た
牛
馬
に
も
し
損
失
が
生
じ
た
と
き
は
、
徴
用

　
し
た
機
関
あ
る
い
は
部
隊
が
、
事
情
を
斜
酌
し
て
対
価
を
給
す
る
。

第
十
六
条
　
牛
馬
の
徴
用
の
順
序
は
、
牛
馬
の
多
少
に
よ
つ
て
分
け
、
多

　
い
も
の
を
少
い
も
の
の
先
に
す
る
。

第
十
七
条
　
徴
用
さ
れ
た
牛
馬
の
負
荷
の
重
量
と
毎
日
の
行
程
は
、
政
府

　
が
命
令
を
も
つ
て
こ
れ
を
規
定
す
る
。

第
十
八
条
　
徴
用
さ
れ
る
牛
馬
の
飼
育
人
の
労
働
時
問
は
、
徴
用
さ
れ
る

　
壮
丁
の
服
役
時
間
と
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
　
公
塩
の
荷
役
義
務
に
服
役
す
る
の
は
、
本
条
例
の
〔
服
役
の
〕

　
内
に
含
ま
れ
な
い
。

第
四
章
　
手

続

第
二
十
条
　
お
よ
そ
壮
丁
あ
る
い
は
牛
馬
を
徴
用
す
る
部
隊
あ
る
い
は
機

　
関
は
、
あ
ら
か
じ
め
徴
用
の
数
目
・
時
間
・
地
点
・
用
途
を
政
府
に
通

　
知
し
て
、
こ
れ
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
　
お
よ
そ
部
隊
あ
る
い
は
機
関
は
、
徴
用
し
た
壮
丁
・
牛
馬

　
が
服
役
を
完
了
し
た
と
き
は
、
徴
用
に
出
た
も
の
の
服
役
日
数
を
証
明

　
す
る
文
書
を
発
給
し
て
証
〔
葱
》
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
服
務

　
が
ま
だ
終
了
し
な
い
う
ち
に
逃
走
し
た
も
の
は
、
も
と
の
動
員
し
た
政

　
府
に
通
知
し
て
こ
れ
を
逮
捕
処
罰
す
る
。

第
二
十
二
条
　
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
壮
丁
と
牛
馬
の
、
一
年
を
通
じ
て

　
の
服
務
総
数
に
つ
い
て
需
要
が
も
し
規
定
の
数
目
に
達
し
な
い
と
き

　
は
、
補
役
す
る
必
要
は
な
い
。
も
し
需
要
が
規
定
よ
り
も
超
過
し
た
と

　
き
は
普
通
雇
傭
を
も
つ
て
こ
れ
を
待
遇
す
る
。

第
五
章
　
懲
罰
と
奨
励
〔
報
奨
〕

第
二
十
三
条
　
人
民
が
正
当
の
理
由
な
く
遅
延
、
逃
避
あ
る
い
は
用
役
に

　
徴
せ
ら
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
と
き
は
、
一
月
以
下
の
拘
役
に
処
す
る

　
か
、
あ
る
い
は
資
力
の
有
無
を
み
て
、
六
十
元
以
下
の
罰
金
を
科
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
　
人
民
が
徴
用
さ
れ
た
服
役
で
労
働
の
成
績
を
あ
げ
た
も
の

　
は
、
名
誉
お
よ
び
物
質
の
奨
励
（
報
奨
〕
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
服
役
に
よ
つ
て
死
傷
し
た
も
の
は
、
抗
日
軍
人
に
準
じ
て
こ
れ
を
救
済

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
　
公
務
員
が
正
当
の
理
由
な
く
、
動
員
を
拒
絶
し
あ
る
い
は

　
こ
れ
を
怠
り
、
ま
た
は
徴
用
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
動
員
徴
用
に
か
こ

　
つ
け
て
私
利
私
欲
を
は
か
る
と
き
は
、
事
柄
の
軽
重
に
よ
つ
て
二
年
以

　
下
の
徒
刑
あ
る
い
は
拘
役
に
処
し
、
あ
る
い
は
免
職
し
て
記
録
に
と
ど

一
四
三
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め
る
こ
と
が
で
き
る
。
動
員
徴
用
に
著
し
く
成
績
を
あ
げ
た
も
の
は
、

　
こ
れ
を
抜
擢
し
あ
る
い
は
奨
励
〔
報
奨
〕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条
　
軍
人
が
壮
丁
あ
る
い
は
牛
馬
を
強
制
的
に
拉
致
し
て
使
用

　
す
る
も
の
は
、
軍
事
機
関
に
報
告
し
こ
れ
を
懲
戒
す
る
。

第
二
十
七
条
　
地
方
公
務
員
の
懲
奨
は
主
管
政
府
機
関
が
弁
理
し
、
軍
人

　
の
懲
奨
は
主
管
軍
事
機
関
が
弁
理
す
る
。

第
六
章
　
附

貝u

第
二
十
八
条
　
こ
の
条
例
の
実
行
細
則
は
政
府
が
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
九
条
　
こ
の
条
例
は
辺
区
参
議
会
で
審
議
可
決
し
た
後
に
、
辺
区

　
政
府
が
こ
れ
を
公
布
す
る
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
。



陳
甘
寧
辺
区
第
二
期
参
議
会
第
二
回
大
会
通
過
条
例

（
中
華
民
国
三
十
三
年
会
九
四
四
年
〉
十
二
月
四
日
ー
十
九
日
）

陵
甘
寧
辺
区
各
級
参
議
会
選
挙
条
例

　
（
民
国
三
十
三
年
十
二
月
辺
区
第
二
期
参
議
会
第
二
回
大
会
通
過
）

第
一
章
　
通

貝u

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
三
民
主
義
の
民
主
原
則
お
よ
び
陵
甘
寧
辺
区
の

　
実
際
の
情
況
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
制
定
す
る
。

第
二
条
　
陵
甘
寧
辺
区
の
郷
市
（
区
と
同
格
の
市
）
、
県
市
（
県
と
同
格

　
の
市
）
お
よ
び
辺
区
の
三
級
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
は
、
す
べ
て
こ
の

　
条
例
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
弁
理
す
る
。

第
三
条
　
お
よ
そ
、
辺
区
区
域
内
に
居
住
す
る
人
民
で
、
年
令
満
十
八
才

　
〔
以
上
〕
の
も
の
は
、
階
級
・
党
派
・
職
業
・
男
女
・
宗
教
・
民
族
・
財

　
産
お
よ
び
文
化
程
度
の
差
別
な
く
、
次
に
あ
げ
る
事
情
の
一
に
あ
た
る

　
も
の
を
除
い
て
、
み
な
選
挙
権
と
被
選
挙
権
を
有
す
る
。

　
　
一
、
売
国
行
為
が
あ
り
、
政
府
に
よ
つ
て
逮
捕
処
罰
さ
れ
る
裁
判
事

　
　
　
件
の
あ
る
も
の
、

　
　
二
、
法
院
あ
る
い
は
軍
法
の
判
決
に
よ
つ
て
公
権
を
剥
奪
さ
れ
て
な

　
　
　
お
ま
だ
復
権
し
て
い
な
い
も
の
、

　
　
三
、
精
神
病
者
。

第
四
条
　
お
よ
そ
、
前
条
の
規
定
に
適
当
す
る
公
民
は
、
皆
平
等
の
原
則

　
に
よ
つ
て
選
挙
に
参
加
し
、
一
公
民
は
す
べ
て
一
票
の
選
挙
権
を
も

　
つ
。

第
五
条
　
軍
籍
に
服
務
す
る
公
民
は
、
一
般
の
公
民
と
同
等
に
選
挙
権
と

　
被
選
挙
権
を
有
す
る
。

第
六
条
　
各
級
選
挙
に
参
加
す
る
公
民
は
、
無
記
名
投
票
に
よ
つ
て
自
分

　
が
平
素
信
任
し
て
い
る
人
物
を
選
挙
す
る
。

第
七
条
　
郷
市
よ
り
辺
区
ま
で
の
各
級
参
議
員
は
、
す
べ
て
選
挙
に
参
加

　
す
る
各
公
民
に
よ
り
直
接
に
選
挙
さ
れ
る
。

第
八
条
　
各
級
参
議
員
の
選
挙
の
た
め
に
、
選
挙
委
員
会
を
設
立
す
る
。

　
こ
の
委
員
会
の
組
織
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
章
選
挙
区
域

第
九
条
　
郷
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
は
、
行
政
村
を
単
位
と
す
る
。
市

　
（
区
と
同
格
あ
る
い
は
郷
と
同
格
の
市
）
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
は
、

　
街
道
あ
る
い
は
在
来
の
行
政
区
域
を
選
挙
単
位
と
す
る
。

第
十
条
　
県
（
あ
る
い
は
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
単
位

　
を
郷
と
す
る
。

第
十
一
条
　
辺
区
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
単
位
を
県
と
す
る
。

第
三
章

各
級
参
議
会
参
議
員
選
挙

定
員
数
の
比
例

第
十
二
条
　
郷
市
（
区
と
同
格
あ
る
い
は
郷
と
同
格
の
市
）

　
員
の
選
挙
定
員
数
の
比
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五

参
議
会
参
議



　
　
一
、
四
百
人
に
満
た
な
い
郷
市
は
、
参
議
員
十
五
名
を
選
挙
す
る
、

　
　
二
、
四
百
人
以
上
の
郷
市
は
、
住
民
が
百
人
増
加
す
る
ご
と
に
、
選

　
　
　
出
す
る
参
議
員
を
一
名
増
加
す
る
。

第
十
三
条
　
区
と
同
格
の
市
参
議
会
の
参
議
員
の
選
挙
定
員
数
の
比
例

　
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
五
千
人
に
満
た
な
い
市
は
、
参
議
員
二
十
名
を
選
挙
す
る
、

　
　
二
、
五
千
人
以
上
の
市
は
、
住
民
一
千
人
が
増
加
す
る
ご
と
に
、
参

　
　
　
議
員
一
名
を
増
加
す
る
。

　
　
直
属
区
に
区
参
議
会
を
設
け
る
。
そ
の
参
議
員
の
選
挙
定
員
数
の
比

　
例
は
、
区
と
同
格
の
市
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
四
条
　
県
市
（
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
定
員
数
の

　
比
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
二
万
人
に
満
た
な
い
県
市
は
、
参
議
員
三
十
名
を
選
挙
す
る
、

　
　
二
、
二
万
人
以
上
の
県
市
は
、
住
民
三
千
人
を
増
加
す
る
ご
と
に
、

　
　
　
参
議
員
一
名
を
増
加
し
て
選
挙
す
る
。

第
十
五
条
　
辺
区
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
定
員
数
の
比
例
は
、
次
の
と
お

　
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
二
万
人
に
満
た
な
い
県
市
（
県
と
同
格
の
市
）
は
参
議
員
二
名

　
　
　
を
選
挙
す
る
、

　
　
二
、
二
万
人
以
上
の
県
市
は
、
住
民
二
万
人
が
増
加
す
る
ご
と
に
、

　
　
　
参
議
員
一
名
を
増
加
し
て
選
挙
す
る
。

第
十
六
条
　
各
級
の
選
挙
に
参
加
す
る
人
数
が
定
員
数
を
超
過
す
る
と
き

　
は
、
そ
の
超
過
す
る
数
が
定
員
数
の
二
分
の
一
に
達
す
る
と
き
は
、
参

一
四
六

　
議
員
一
名
を
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
　
前
四
条
に
規
定
す
る
各
項
選
挙
定
員
数
の
比
例
実
数
は
、
各

　
当
該
選
挙
委
員
会
が
、
各
当
該
選
挙
区
の
人
口
実
数
に
準
じ
て
、
当
選

　
と
す
べ
き
票
数
お
よ
び
定
員
数
を
定
め
て
、
上
級
の
委
員
会
に
報
告
し

　
そ
の
審
議
と
許
可
を
う
け
る
。

第
十
八
条
　
辺
区
・
県
参
議
会
参
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
各
選
挙
単

　
位
の
当
選
人
の
数
に
按
分
し
て
、
五
分
の
一
の
候
補
参
議
員
を
選
出
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
そ
の
単
位
の
参
議
員
が
五
名
の
数
に
足
り
な

　
い
場
合
に
は
、
ま
た
候
補
参
議
員
一
名
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
べ
て
得
票
数
の
多
い
も
の
か
ら
順
次
当
選
と
す
る
。

　
　
候
補
参
議
員
が
会
議
に
出
席
す
る
と
き
に
は
、
た
だ
発
言
権
の
み
あ

　
り
、
表
決
権
は
な
い
。

　
　
郷
市
参
議
員
に
は
候
補
議
員
を
お
か
な
い
。

第
十
九
条
　
警
察
・
学
校
・
工
場
・
機
関
・
県
保
安
隊
は
、
す
べ
て
そ
の

　
所
在
地
の
区
域
の
選
挙
に
一
般
住
民
と
同
様
に
参
加
す
る
。
た
だ
し
、

　
辺
区
保
安
隊
・
抗
日
駐
防
部
隊
・
専
門
以
上
の
学
校
・
五
十
人
以
上
の

　
産
業
工
場
は
、
そ
の
生
産
を
単
位
と
し
て
、
単
独
の
選
挙
を
行
い
、
辺

　
区
参
議
会
に
出
席
す
る
参
議
員
を
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
、
駐
防
辺
区
抗
日
部
隊
・
辺
区
保
安
隊
・
抗
日
軍
政
大
学
は
、
と

　
　
　
も
に
辺
区
参
議
員
十
三
名
を
選
挙
す
る
、

　
　
二
、
五
十
人
以
上
の
各
産
業
工
場
は
、
と
も
に
辺
区
参
議
員
六
名
を

　
　
　
選
挙
す
る
、

　
　
三
、
専
門
以
上
の
学
校
は
、
と
も
に
辺
区
参
議
員
一
名
を
選
挙
す



　
　
　
る
。

　
　
専
門
以
上
の
学
校
お
よ
び
五
十
〔
人
）
以
上
の
工
場
の
職
員
は
、
そ
の

　
生
産
単
位
の
選
挙
に
参
加
す
る
ほ
か
、
同
時
に
そ
の
所
在
地
の
郷
市
参

　
議
会
の
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
　
辺
区
少
数
民
族
の
選
挙
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
各
級
参
議
会
の
選
挙
の
住
民
法
定
人
数
に
す
で
に
達
し
て
い
る

　
　
　
も
の
は
、
第
十
二
条
な
い
し
第
十
四
条
の
規
定
す
る
比
例
定
員
数

　
　
　
に
よ
つ
て
、
単
独
に
民
族
選
挙
を
行
う
、

　
　
二
、
法
定
人
数
に
不
足
す
る
が
す
で
に
、
郷
市
選
挙
の
五
分
の
一
、

　
　
　
県
市
選
挙
の
五
分
の
一
、
辺
区
選
挙
の
十
分
の
一
に
住
民
が
達
し

　
　
　
て
い
る
と
き
は
、
ま
た
単
独
に
民
族
選
挙
を
行
い
、
各
当
該
参
議

　
　
　
会
参
議
員
一
名
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

　
　
三
、
前
第
二
項
に
規
定
す
る
各
級
の
選
挙
住
民
の
人
数
に
不
足
す
る

　
　
　
も
の
は
、
区
域
選
挙
に
、
一
般
住
民
と
同
じ
く
参
加
す
る
、

　
　
四
、
少
数
民
族
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
各
級
参
議
会
の
区
域
を
選
挙

　
　
　
単
位
と
し
、
第
二
章
に
規
定
す
る
選
挙
単
拉
の
制
限
を
受
け
な
い

　
　
　
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
改

選

第
二
十
一
条
郷
市
（
直
属
区
あ
る
い
は
区
と
同
格
の
市
）
参
議
会
参
議

　
員
は
、
毎
年
一
回
改
選
す
る
。

第
二
十
二
条
　
県
市
（
県
と
同
格
の
市
）
参
議
会
参
議
員
は
、
三
年
に
一

　
回
改
選
す
る
。

第
二
十
三
条
　
辺
区
参
議
会
参
議
員
は
、
三
年
に
一
回
改
選
す
る
。

第
二
十
四
条
　
各
級
参
議
員
に
、
任
期
内
に
も
し
職
務
に
不
適
当
な
こ
と

　
が
あ
れ
ば
、
当
該
の
各
級
議
員
選
挙
の
法
定
人
数
の
十
分
の
一
以
上
の

　
選
挙
民
の
提
議
に
よ
つ
て
、
当
該
の
選
挙
単
位
の
投
票
を
経
て
、
こ
れ

　
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
　
辺
区
各
級
参
議
員
を
、
特
殊
の
事
情
が
あ
つ
て
改
選
の
時

　
期
に
改
選
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
郷
市
あ
る
い
は
県
市
の
改
選
時
期

　
に
つ
い
て
は
、
郷
市
参
議
会
・
県
市
参
議
会
（
あ
る
い
は
県
市
参
議
会

　
常
駐
委
員
会
）
が
、
辺
区
参
議
会
（
あ
る
い
は
辺
区
参
議
会
常
駐
委
員

　
会
）
に
報
告
し
て
こ
の
延
期
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
辺
区
参

　
議
会
は
独
自
に
そ
の
改
選
時
期
の
延
期
を
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
　
候
補
〔
議
員
〕
お
よ
び
選
挙
運
動

第
二
十
六
条
　
辺
区
・
県
参
議
会
の
候
補
議
員
を
順
次
補
つ
て
全
て
を
尽

　
し
、
な
お
〔
議
員
が
）
法
定
人
数
に
不
足
す
る
と
き
は
、
各
選
挙
単
位
で

　
別
に
補
充
選
挙
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
　
各
抗
日
政
党
、
抗
日
大
衆
団
体
は
、
各
々
選
挙
候
補
人
名

　
簿
お
よ
び
選
挙
政
綱
〔
競
選
政
綱
）
を
提
出
し
、
選
挙
運
動
を
行
な
う
こ

　
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
い
う
選
挙
候
補
人
名
簿
は
、
ま
た
各
抗
日
党

　
派
、
各
抗
日
大
衆
団
体
連
盟
が
、
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
十
二
条
な
い
し
第
十
五
条
に
規
定
し
て
あ
る
、
各
級
の
増
加
選
挙

　
議
員
を
決
定
す
る
人
数
の
十
分
の
一
以
上
の
選
挙
民
の
署
名
が
あ
れ

　
ば
、
ま
た
各
級
参
議
〔
会
）
選
挙
候
補
人
を
提
示
し
選
挙
運
動
に
参
加
す

一
四
七



　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
選
挙
運
動
が
選
挙
の
秩
序
を
妨
害
し
な
い
限
り
、
何
人
も
こ
れ
に
干

　
渉
し
あ
る
い
は
こ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
十
八
条
　
お
よ
そ
、
脅
迫
し
、
利
で
誘
う
な
ど
の
不
正
行
為
に
よ
つ

　
て
選
挙
の
自
由
を
妨
害
す
る
も
の
は
、
当
選
と
落
選
と
を
問
わ
ず
、
そ

　
の
行
動
を
制
止
さ
れ
る
外
、
ま
た
当
事
者
お
よ
び
不
正
行
為
に
参
加
し

　
た
も
の
〔
補
助
者
〕
が
法
院
に
訴
え
ら
れ
、
法
に
基
づ
い
て
懲
処
さ
れ

　
る
。

　
　
お
よ
そ
、
公
民
は
選
挙
人
に
前
項
の
不
正
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

　
る
と
き
は
、
ま
た
司
法
機
関
に
対
し
て
こ
れ
を
告
発
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
六
章
選
挙
経
費

第
二
十
九
条
　
郷
・
県
級
の
選
挙
経
費
は
、
県
選
挙
委
員
会
が
預
算
を
作

　
成
し
、
上
級
政
府
に
報
告
し
そ
の
審
議
裁
可
を
求
め
た
の
ち
、
各
当
該

　
県
の
地
方
事
業
費
よ
り
こ
れ
を
支
出
す
る
。

　
　
辺
区
級
の
選
挙
経
費
は
、
辺
区
選
挙
委
員
会
が
預
算
を
作
成
し
、
辺

　
区
政
府
の
審
議
裁
可
を
得
て
、
財
政
庁
が
こ
れ
を
支
出
す
る
。

第
七
章
　
附

貝u

第
三
十
条
　
こ
の
条
例
施
行
細
則
は
、
辺
区
政
府
が
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
十
［
条
　
こ
の
条
例
は
、
辺
区
参
議
会
で
審
議
可
決
し
た
後
、
辺
区

　
政
府
が
こ
れ
を
公
布
施
行
す
る
。

一
四
八

第
三
十
二
条
　
こ
の
条
例
の
改
正
お
よ
び
解
釈
の
権
限
は
、
辺
区
参
議
会

　
に
属
す
る
。
も
し
、
閉
会
期
間
内
に
急
な
解
釈
の
必
要
が
あ
る
と
き

　
は
、
辺
区
参
議
会
常
駐
委
員
会
が
こ
れ
を
解
釈
す
る
。

陵
甘
寧
辺
区
地
権
条
例

　
（
民
国
三
十
三
年
十
二
月
辺
区
第
二
期
参
議
会
第
二
回
大
会
通
過
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
辺
区
施
政
綱
領
お
よ
び
辺
区
の
実
際
の
情
況
に

　
基
づ
い
て
こ
れ
を
制
定
す
る
。

第
二
条
　
こ
の
条
例
で
地
権
と
は
、
農
地
・
林
地
・
牧
地
・
荒
地
・
宅
地

　
・
墓
地
・
磧
地
お
よ
び
す
べ
て
の
水
陸
の
天
然
資
源
の
所
有
権
を
包
括

　
し
て
こ
れ
を
い
う
。

条
三
条
　
人
民
の
土
地
私
有
制
を
保
証
す
る
原
則
に
よ
つ
て
、
お
よ
そ
合

　
法
的
な
土
地
所
有
者
は
、
法
令
の
制
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
所

　
有
す
る
土
地
を
自
由
に
使
用
・
収
益
お
よ
び
処
分
す
る
（
売
買
・
質
入

　
れ
〔
典
当
Y
抵
当
設
定
〔
抵
押
）
・
贈
与
・
相
続
等
）
権
利
を
有
す
る
。

第
四
条
　
土
地
が
す
で
に
分
配
さ
れ
て
い
る
区
域
で
は
、
土
地
は
、
す
べ

　
て
の
法
に
よ
つ
て
土
地
を
分
割
取
得
し
た
者
の
所
有
と
す
る
。
土
地
が

　
ま
だ
分
配
さ
れ
て
い
な
い
区
域
で
は
、
土
地
は
、
な
お
も
と
の
合
法
的

　
な
所
有
者
の
所
有
と
す
る
。

第
五
条
　
辺
区
人
民
の
土
地
所
有
権
の
整
理
改
訂
（
螢
定
》
の
た
め
に
、
辺

　
区
政
府
は
土
地
登
記
弁
法
を
発
布
し
、
土
地
の
登
記
を
行
う
。
土
地
登

　
記
の
と
き
に
は
、
土
地
所
有
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
あ
げ
る
証
明
書
類



　
を
差
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
一
、
土
地
の
す
で
に
分
配
さ
れ
て
い
る
区
域
で
は
、
法
に
よ
つ
て
取

　
　
　
得
し
た
こ
と
を
認
め
る
辺
区
政
府
発
行
の
土
地
所
有
権
証
、
分
地

　
　
　
以
後
の
法
に
よ
つ
た
土
地
移
転
の
契
約
〔
書
〕
、
あ
る
い
は
分
地
の

　
　
　
時
の
分
地
証
、
ま
た
は
補
充
分
割
愚
証
、

　
　
二
、
土
地
の
ま
だ
分
配
き
れ
て
い
な
い
区
域
で
は
、
合
法
と
看
倣
さ

　
　
　
れ
る
土
地
の
取
得
契
約
〔
書
〕
、

　
　
三
、
上
述
の
契
約
〔
書
〕
あ
る
い
は
愚
証
を
事
故
に
よ
り
遺
失
あ
る
い

　
　
　
は
破
損
し
、
あ
る
い
は
土
地
革
命
中
で
分
地
証
が
ま
だ
発
給
さ
れ

　
　
　
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
の
地
の
大
衆
団
体
あ
る
い
は
分
地
の
時
の

　
　
　
工
作
員
の
証
明
書
類
、
ま
た
は
土
地
四
隣
の
公
正
な
人
物
お
よ
び

　
　
　
村
長
の
証
明
書
類
を
検
査
の
た
め
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ

　
　
　
の
考
査
の
上
で
確
実
と
さ
れ
た
証
拠
文
件
。

第
六
条
　
土
地
登
記
の
と
き
に
、
お
よ
そ
、
地
主
（
業
主
》
の
実
際
に
有
す
、

　
る
土
地
が
、
そ
の
当
時
測
量
に
よ
つ
て
確
定
を
し
な
い
た
め
に
、
過
去

　
の
葱
証
所
載
の
数
量
よ
り
超
過
し
て
い
る
も
の
は
、
他
人
の
土
地
あ
る

　
い
は
公
地
を
横
領
し
て
い
る
も
の
で
な
い
と
の
確
な
証
明
が
あ
れ
ば
、

　
実
際
に
よ
つ
て
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
追
究
さ
れ
る

　
こ
と
が
な
い
。
前
項
の
土
地
で
登
記
後
、
調
査
に
よ
つ
て
隠
匿
し
て
報

　
告
し
て
い
な
い
土
地
が
有
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の

　
隠
匿
し
報
告
き
れ
て
い
な
い
部
分
を
、
公
〔
地
）
に
充
て
ら
れ
る
。

第
七
条
　
土
地
の
登
記
後
に
、
地
権
に
次
の
変
動
の
事
由
の
一
が
あ
る
と

　
き
は
、
一
年
以
内
に
そ
の
土
地
の
政
府
に
対
し
て
、
重
ね
て
新
し
い
登

　
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
一
、
地
権
の
移
転
を
し
た
も
の
、

　
　
二
、
地
権
を
分
割
し
た
も
の
、

　
　
三
、
土
地
に
分
割
合
併
・
増
減
・
埼
没
お
よ
び
そ
の
他
の
変
動
が
あ

　
　
　
つ
た
も
の
。

第
八
条
　
お
よ
そ
、
次
に
あ
げ
る
各
種
の
土
地
は
、
い
ず
れ
も
公
有
と
す

　
る
。

　
　
一
、
軍
事
工
事
お
よ
び
要
塞
区
域
の
土
地
、

　
　
二
、
公
共
の
交
通
道
路
、

　
　
三
、
公
共
に
使
用
さ
れ
る
河
川
と
そ
の
他
の
天
然
水
源
地
、

　
　
四
、
お
よ
そ
私
有
に
属
さ
な
い
破
産
地
・
塩
地
・
荒
山
・
森
林
・
名

　
　
　
勝
・
古
蹟
等
、

　
　
五
、
法
に
よ
つ
て
没
収
さ
れ
公
に
帰
し
た
土
地
、

　
　
六
、
そ
の
他
、
人
民
が
法
に
よ
つ
て
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
い
一

　
　
　
切
の
土
地
。

　
　
お
よ
そ
、
公
有
地
は
、
法
令
に
特
別
な
規
定
が
あ
る
外
は
、
一
般
に

　
そ
の
地
の
県
・
市
（
県
と
同
格
の
市
〕
政
府
が
統
一
し
て
登
記
を
管
理

　
し
、
そ
の
所
有
権
は
、
辺
区
政
府
に
属
し
、
い
か
な
る
個
人
あ
る
い
は

　
団
体
も
こ
れ
を
横
領
し
占
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
九
条
次
に
あ
げ
る
事
情
の
一
が
あ
る
も
の
は
、
政
府
に
公
地
あ
る
い

　
は
公
荒
〔
山
地
〕
の
払
下
げ
を
具
申
し
、
同
時
に
法
に
よ
つ
て
そ
の
土
地

　
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
、
辺
区
に
居
留
し
て
い
る
退
役
抗
日
軍
人
と
抗
日
軍
人
家
族
で
、

一
四
九



　
　
　
土
地
を
も
た
な
い
耕
作
者
、

　
　
二
、
蒙
〔
古
〕
・
回
〔
教
）
等
の
少
数
民
族
人
民
で
辺
区
の
区
域
内
に
居

　
　
　
住
す
る
こ
と
を
願
い
、
か
つ
土
地
を
も
た
な
い
耕
作
者
、

　
　
三
、
外
来
の
災
民
・
難
民
・
移
民
あ
る
い
は
辺
区
人
民
が
自
力
で
耕

　
　
　
作
に
従
事
す
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
、
土
地
を
も
た
な
い
者
、

　
　
四
、
土
地
の
分
配
の
時
期
に
〔
辺
区
〕
外
に
出
て
い
た
地
主
バ
業
主
〕

　
　
　
で
、
現
在
辺
区
に
戻
り
居
住
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
も
の
の
土

　
　
　
地
は
す
で
に
没
収
さ
れ
分
配
さ
れ
て
、
現
に
土
地
の
無
い
耕
作

　
　
　
者
。

　
　
公
地
・
公
荒
〔
山
地
〕
の
発
給
・
不
発
給
と
発
給
の
限
度
の
多
少
は
、

　
す
べ
て
県
政
府
が
具
体
的
情
況
を
根
拠
に
し
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
た

　
だ
し
第
八
条
に
規
定
す
る
一
・
二
・
三
・
四
各
項
の
公
地
は
発
給
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
条
　
公
荒
〔
地
）
が
多
く
、
ま
た
政
府
に
よ
つ
て
指
定
さ
れ
た
区
域
に

　
お
い
て
は
、
人
民
が
開
墾
し
た
土
地
は
、
法
に
よ
つ
て
そ
の
所
有
権
を

　
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
嗣
条
　
部
隊
・
機
関
・
学
校
・
団
体
お
よ
び
公
営
企
業
は
、
法
に
よ

　
つ
て
公
地
・
公
荒
〔
地
〕
を
取
得
し
（
自
由
圏
地
は
で
き
な
い
）
使
用
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
所
有
権
は
な
お
辺
区
政
府
に
属
す
る
。

第
十
二
条
　
合
法
的
な
土
地
所
有
者
が
そ
の
土
地
に
不
在
の
と
き
は
、
そ

　
の
土
地
を
土
地
所
有
者
の
親
族
あ
る
い
は
代
理
人
が
代
つ
て
管
理
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
代
つ
て
管
理
す
る
も
の
が
い
な
い
と
き
は
、
政
府
が

　
代
つ
て
管
理
し
、
ま
た
人
を
招
い
て
耕
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
五
〇

　
　
そ
の
土
地
所
有
者
本
人
が
帰
つ
て
き
た
と
き
は
、
そ
の
土
地
を
返
還

　
し
、
ま
た
そ
の
土
地
の
地
租
の
返
還
を
斜
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
国
防
工
事
の
建
築
、
交
通
道
路
の
興
修
、
市
政
の
改
良
工
作

　
の
推
進
、
お
よ
び
そ
の
他
の
公
共
利
益
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
辺
区

　
政
府
の
審
議
裁
可
し
た
事
業
を
行
う
た
め
に
、
政
府
は
い
か
な
る
人
民

　
あ
る
い
は
団
体
の
所
有
の
土
地
も
租
用
・
徴
用
し
、
あ
る
い
は
他
の
土

　
地
と
の
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
　
こ
の
条
例
の
頒
行
後
、
　
「
抗
日
根
拠
地
政
策
条
例
彙
集
」
の

　
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
陵
甘
寧
辺
区
地
権
条
例
（
草
案
）
」
は
廃
止

　
せ
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
一
切
の
土
地
問
題
に
関
す
る
法
令
あ
る
い
は
条

　
例
で
こ
の
条
例
と
抵
触
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
条
例
に
よ
つ
て
処

　
理
き
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
　
こ
の
条
例
は
、
辺
区
政
府
が
公
布
施
行
す
る
。

陵
甘
寧
辺
区
土
地
小
作
〔
租
佃
）
条
例

　
（
民
国
三
十
三
年
十
二
月
第
二
期
参
議
会
第
二
回
大
会
通
過
）

第
一
章
　
総

貝u

第
嘲
条
辺
区
施
政
綱
領
を
根
拠
と
し
て
、
小
作
〔
租
佃
）
関
係
を
合
理
的

　
に
調
整
し
、
農
業
生
産
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
と
く
に
こ
の
条
例
を

　
制
定
す
る
。

第
二
条
　
こ
の
条
例
は
、
辺
区
内
の
一
切
の
小
作
（
租
佃
》
関
係
に
適
用
す

　
る
。



第
三
条
　
こ
の
条
例
で
地
租
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

　
　
一
、
定
租
（
死
租
と
も
い
う
）
。
土
地
面
積
に
準
じ
て
計
算
し
て
、

　
　
　
小
作
料
〔
租
額
》
を
定
め
る
も
の
を
定
租
と
い
う
。

　
　
二
、
活
租
。
す
な
わ
ち
指
地
分
糧
、
地
主
（
出
租
人
》
は
土
地
の
み
を

　
　
　
提
供
し
、
必
要
な
生
産
用
具
は
、
す
べ
て
小
作
人
（
承
租
人
）
が
自

　
　
　
ら
準
備
し
、
そ
の
土
地
に
よ
つ
て
収
穫
し
た
主
要
な
産
物
を
、
双

　
　
　
方
が
按
分
し
て
分
つ
も
の
を
、
活
租
と
い
う
。

　
　
三
、
賂
種
。
地
主
〔
出
租
人
》
は
土
地
を
提
供
す
る
外
に
、
ま
た
小
作

　
　
　
人
〔
承
租
人
》
に
各
種
の
生
産
用
具
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を
供
給

　
　
　
し
、
土
地
か
ら
の
収
穫
を
按
分
し
て
分
つ
も
の
を
魑
種
と
い
う
。

　
　
四
、
安
荘
稼
。
地
主
〔
出
租
人
》
は
土
地
お
よ
び
全
て
の
生
産
用
具
を

　
　
　
供
給
す
る
外
に
、
ま
た
小
作
人
〔
承
租
人
》
に
食
糧
、
小
屋
な
ど
を

　
　
　
貸
し
あ
た
え
、
土
地
か
ら
の
収
穫
を
、
双
方
が
按
分
し
て
分
つ
も

　
　
　
の
を
、
安
荘
稼
と
い
う
。

第
四
条
　
こ
の
条
例
で
土
地
の
副
産
物
と
は
、
柴
草
等
を
さ
し
て
い
う
。

第
五
条
　
各
県
市
は
、
こ
の
条
例
の
範
囲
内
で
、
そ
の
地
の
実
際
の
事
情

　
に
準
じ
て
、
小
作
〔
租
佃
》
に
関
す
る
単
行
弁
法
を
制
定
し
、
こ
れ
を
辺

　
区
政
府
に
報
告
し
そ
の
審
議
裁
可
と
施
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
条
例
発
布
後
は
、
一
切
の
小
作
〔
租
佃
》
に
関
す
る
法
令
で
、
こ

　
の
条
例
と
抵
触
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
本
条
例
の
規
定
に
よ
つ
て
処
理

　
す
る
。第

二
章
　
小
作
料
の
減
額

第
六
条
　
地
主
（
出
租
人
）
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
小
作
料
を
低
減
し
た

　
額
に
よ
つ
て
小
作
料
（
租
》
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
所
定
の

　
額
よ
り
〕
多
く
徴
収
し
あ
る
い
は
法
外
に
小
作
料
を
増
加
し
て
は
な
ら

　
な
い
。

第
七
条
　
定
租
（
死
租
）
は
、
そ
の
地
域
の
小
作
料
低
減
の
法
令
あ
る
い
は

　
そ
の
地
域
の
現
行
の
小
作
料
を
低
減
し
た
額
に
准
じ
て
小
作
料
を
き
め

　
る
。

　
　
未
だ
土
地
分
配
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
区
域
は
、
一
般
に
小
作
料
低

　
減
の
率
が
、
二
五
〔
二
割
五
分
〕
よ
り
低
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
活
租
（
指
地
分
糧
）
は
、
も
と
の
小
作
料
（
原
租
》
の
額
よ
り
百

　
分
の
二
十
五
か
ら
四
十
ま
で
を
減
ず
る
。
減
租
の
後
に
、
地
主
〔
出
租

　
人
〕
の
所
得
は
、
多
く
と
も
収
穫
量
の
百
分
の
三
十
を
超
過
す
る
こ
と

　
は
で
き
な
い
。
土
地
の
副
産
物
は
、
み
な
小
作
人
（
承
租
人
）
に
帰
属
す

　
る
。

　
（
説
明
）
　
活
租
と
い
わ
れ
る
地
租
は
、
そ
の
土
地
の
定
租
の
地
租
と
お

　
　
お
む
ね
等
し
い
量
額
を
維
持
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
減
租
の
量
は
、

　
　
そ
の
土
地
の
定
租
の
額
お
よ
び
土
地
の
良
不
良
に
し
た
が
つ
て
定
め

　
　
ら
れ
る
。
小
作
料
低
減
の
後
に
、
も
し
地
主
〔
出
租
人
）
が
三
割
の
所

　
　
得
に
達
し
な
か
つ
た
場
合
は
、
そ
の
数
量
に
准
じ
て
小
作
料
〔
租
〕
を

　
　
定
め
る
。
も
し
も
三
割
を
超
過
し
た
場
合
は
、
三
割
ま
で
減
ず
る
。

　
　
小
作
料
低
減
の
計
算
規
定
の
例
を
挙
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
も
と
の
小
作
料
〔
原
租
）
の
率
が
四
六
分
（
地
主
〔
主
）
四
で
小
作
〔
佃
）

　
　
六
）
と
仮
定
す
れ
ば
、
小
作
料
低
減
の
率
は
百
分
の
三
十
と
仮
定
さ

一
五
一



　
　
れ
る
。
そ
こ
で
、
地
主
〔
出
租
人
）
は
二
割
八
分
を
分
つ
も
の
と
す
れ

　
　
ば
、
小
作
人
（
承
租
人
》
は
七
割
二
分
を
分
つ
も
の
と
さ
れ
る
。

　
　
あ
る
地
方
で
は
活
租
と
賂
種
を
混
同
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
つ
て

　
い
る
。
賜
種
に
つ
い
て
の
小
作
料
低
減
の
規
定
は
、
活
租
に
適
用
さ
れ

　
な
い
。

第
九
条
　
魑
種
は
原
の
小
作
料
〔
租
》
の
額
に
く
ら
べ
て
百
分
の
十
か
ら
二

　
十
ま
で
を
減
し
、
減
租
の
後
に
、
地
主
〔
出
租
人
》
は
最
も
多
く
と
も
そ

　
の
所
得
が
収
穫
量
の
百
分
の
四
十
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
土
地
の

　
副
産
物
の
分
配
方
法
は
、
そ
の
約
定
に
よ
り
、
約
定
が
な
い
と
き
は
習

　
置
に
ょ
る
。

　
（
説
明
）
魑
種
の
小
作
料
低
減
の
量
は
、
も
と
の
小
作
料
〔
租
）
の
額
の

　
　
高
低
と
地
主
〔
出
租
人
》
の
供
給
す
る
生
産
用
具
の
多
少
に
よ
つ
て
は

　
　
か
り
、
そ
の
供
給
の
多
い
も
の
は
小
作
料
を
低
減
す
る
額
を
少
く

　
　
し
、
供
給
の
少
い
も
の
は
多
く
小
作
料
を
低
減
す
る
。
小
作
料
低
減

　
　
の
後
に
、
も
し
地
主
（
出
租
人
）
の
所
得
が
四
割
に
達
し
な
け
れ
ば
、

　
　
す
な
わ
ち
そ
の
数
量
を
勘
案
し
て
租
を
決
め
、
も
し
四
割
を
超
過
す

　
　
る
と
き
は
、
四
割
ま
で
に
減
ら
す
。

第
十
条
　
安
荘
稼
は
、
も
と
の
小
作
料
（
租
》
の
額
に
準
じ
て
百
分
の
十
か

　
ら
二
十
ま
で
を
減
し
、
小
作
料
低
減
の
後
に
、
地
主
〔
出
租
人
）
の
所
得

　
が
最
も
多
く
と
も
収
穫
量
の
百
分
の
四
十
五
を
超
過
し
て
は
な
ら
な

　
い
。
土
地
の
副
産
物
も
ま
た
主
産
物
に
随
つ
て
、
双
方
に
按
配
す
る
。

　
地
主
〔
出
租
人
》
が
貸
与
し
た
食
糧
お
よ
び
小
屋
に
つ
い
て
、
利
息
お
よ

　
び
貸
料
〔
租
金
）
を
取
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
五
二

　
（
説
明
）
　
安
荘
稼
の
小
作
料
低
減
の
量
は
、
も
と
の
小
作
料
〔
租
）
の
額

　
　
の
高
低
お
よ
び
土
地
の
収
穫
の
好
し
悪
し
を
考
慮
し
て
定
め
る
。
土

　
　
地
の
収
穫
が
良
い
も
の
は
少
く
減
し
、
土
地
の
収
穫
が
悪
い
も
の
は

　
　
多
く
減
ら
す
。
小
作
料
低
減
の
後
に
、
も
し
地
主
〔
出
租
人
》
の
所
得

　
　
が
百
分
の
四
十
五
に
な
ら
な
い
と
き
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
数
量
に
准

　
　
じ
て
小
作
料
〔
租
》
を
決
め
、
も
し
百
分
の
四
十
五
を
超
過
し
て
い
る

　
　
と
き
は
、
減
し
て
百
分
の
四
十
五
と
す
る
。

　
　
以
上
の
定
租
・
活
租
・
膨
種
・
安
荘
稼
の
、
小
作
料
低
減
の
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
各
地
区
で
こ
の
条
例
第
五
条
に
基
づ
き
や
や
詳
細
な
規
定

　
　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
｝
条
　
第
七
条
な
い
し
第
十
条
に
規
定
す
る
、
も
と
の
小
作
料
の
額

　
〔
原
租
額
》
と
は
、
小
作
料
低
減
を
実
行
す
る
以
前
の
実
際
に
納
め
ら
れ

　
て
い
た
小
作
料
〔
租
額
》
を
指
し
て
言
う
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
口
実

　
を
も
う
け
て
も
と
の
小
作
料
の
額
を
高
く
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。

　
（
説
明
）
　
以
前
に
は
各
地
で
地
主
〔
出
租
人
》
が
い
ろ
い
ろ
な
口
実
を
も

　
　
う
け
て
、
も
と
の
小
作
料
の
額
〔
原
租
額
）
を
高
く
す
る
と
い
つ
た
こ

　
　
と
が
起
つ
た
。
例
え
ば
、
雑
穀
地
租
〔
粗
糧
地
租
）
を
米
穀
地
租
〔
米

　
　
租
》
と
改
め
、
虚
偽
の
土
地
の
申
告
を
し
、
土
地
面
積
の
割
増
を
す

　
　
る
等
々
の
弁
法
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
小
作
料
〔
租
額
》
を

　
　
名
義
上
は
高
く
し
て
い
な
い
が
、
実
質
的
に
小
作
料
〔
租
額
）
を
高
く

　
　
す
る
も
の
で
、
小
作
料
の
低
減
に
対
抗
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ

　
　
り
、
す
べ
て
当
然
に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
例
で
あ
る
。

第
十
二
条
　
小
作
料
の
低
減
を
実
行
し
た
の
ち
に
、
新
し
く
成
立
す
る
地



　
主
小
作
（
租
佃
〕
関
係
は
、
そ
の
小
作
料
（
租
額
）
が
こ
の
条
例
第
七
条
な

　
い
し
第
十
条
に
規
定
す
る
小
作
料
低
減
の
標
準
を
超
過
す
る
こ
と
は
で

　
き
な
い
。

　
（
説
明
）
　
減
租
以
後
に
、
新
ら
し
く
相
談
さ
れ
る
地
租
は
当
然
に
そ
の

　
　
土
地
の
減
租
以
後
の
小
作
料
〔
租
額
）
に
比
較
し
て
高
く
て
は
な
ら
な

　
　
い
。
定
租
・
活
租
・
魑
種
・
按
荘
稼
の
い
ず
れ
も
、
地
主
〔
出
租
人
）

　
　
の
所
得
は
、
す
べ
て
本
条
例
に
規
定
す
る
標
準
を
超
過
し
て
は
な
ら

　
　
な
い
。

第
十
三
条
　
も
し
天
災
人
禍
に
よ
つ
て
、
収
穫
が
減
少
し
あ
る
い
は
潰
滅

　
し
た
と
き
は
、
小
作
人
〔
承
租
人
》
は
、
納
め
る
べ
き
小
作
料
（
交
租
額
》

　
の
減
付
あ
る
い
は
免
付
を
相
談
し
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
説
明
）
　
こ
の
条
で
い
う
「
天
災
人
禍
」
と
は
災
害
．
戦
争
等
の
不
可

　
　
抗
力
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
各
地
域
で
こ
の
条
例
第
五
条
に
准
じ
て

　
　
統
一
的
な
減
免
弁
法
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
　
小
作
料
の
納
入

第
十
四
条
　
小
作
人
〔
承
租
人
）
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
ら
れ
た
小
作
料
の

　
低
減
後
の
小
作
料
〔
租
額
）
に
従
つ
て
小
作
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

　
ず
、
こ
れ
を
少
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
地
主
ハ
出
租
人
》
は
、
小
作

　
料
を
納
め
る
能
力
が
あ
り
な
が
ら
、
故
意
に
納
め
な
い
も
の
に
対
し

　
て
、
法
に
従
つ
て
追
徴
す
る
こ
と
を
政
府
に
請
求
す
る
権
利
を
有
す

　
る
。

第
十
五
条
地
租
は
、
一
律
に
収
穫
期
の
取
入
れ
の
終
つ
た
あ
と
で
納
入

　
す
る
も
の
と
し
、
地
租
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を
あ
ら
か
じ
め
徴
収
す

　
る
こ
と
、
お
よ
び
押
租
〔
小
作
料
の
担
保
〕
を
と
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

第
十
六
条
　
小
作
人
〔
承
租
人
》
は
、
も
し
収
穫
が
減
少
し
、
し
か
も
極
貧

　
あ
る
い
は
思
い
が
け
な
い
事
故
に
遇
つ
て
確
に
地
租
を
完
納
す
る
力
が

　
な
い
と
き
は
、
地
主
ハ
出
租
人
）
と
協
議
し
て
納
入
の
時
期
を
猶
予
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
地
主
〔
出
租
人
》
は
未
納
の
小
作
料
に
利
息
を
か
け
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
説
明
）
　
こ
の
条
例
で
「
思
い
が
け
な
い
」
と
は
疾
病
・
死
亡
・
盗
難

　
　
等
の
不
慮
の
事
故
・
変
事
を
い
う
。

第
十
七
条
　
地
租
と
し
て
納
め
ら
れ
る
穀
物
は
、
双
方
の
約
定
に
よ
り
、

　
そ
の
、
米
・
麦
・
胡
麻
等
の
雑
穀
の
折
算
弁
法
は
そ
の
土
地
の
慣
習
に

　
よ
る
。

　
　
小
作
料
の
納
入
に
は
そ
の
土
地
に
通
用
す
る
枡
を
使
用
し
、
大
枡
に

　
よ
る
徴
収
と
小
枡
に
よ
る
納
入
と
を
禁
止
す
る
。

第
十
八
条
　
穀
物
地
租
を
貨
幣
に
か
え
、
貨
幣
地
租
を
穀
物
に
か
え
る
に

　
は
、
双
方
の
協
議
を
な
し
同
意
を
得
た
上
で
は
じ
め
て
行
う
こ
と
が
で

　
き
る
。第

四
章

小
作
〔
租
佃
》
契
約
お
よ
び

小
作
権
〔
佃
権
》

第
十
九
条
　
小
作
〔
租
佃
）
契
約
は
、
書
面
を
も
つ
て
す
る
と
口
頭
で
な
す

　
と
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
充
分
に
証
明
す
る
人
を
求
め
、
あ
る
い
は
そ
の

　
土
地
の
郷
長
が
こ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
五
三



　
　
条
例
発
布
以
前
に
訂
立
し
た
小
作
〔
租
佃
）
契
約
で
、
こ
の
条
例
と
抵

　
触
す
る
も
の
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
処
理
し
、

　
こ
の
条
例
〔
発
布
）
の
後
に
訂
立
し
た
契
約
で
こ
の
条
例
と
抵
触
す
る
も

　
の
は
無
効
と
す
る
。

第
二
十
条
　
地
主
（
出
租
人
》
は
、
小
作
地
〔
租
地
》
を
任
意
に
取
戻
す
こ
と

　
が
で
き
な
い
。
次
に
あ
げ
る
事
情
の
一
が
あ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
小

　
作
地
（
租
地
》
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
、
期
限
を
定
め
た
契
約
で
、
す
で
に
満
期
と
な
つ
た
場
合
、
あ
る

　
　
　
い
は
期
限
を
定
め
な
い
契
約
で
、
地
主
（
出
租
人
）
が
そ
の
土
地
を

　
　
　
取
戻
し
て
自
ら
耕
作
し
、
ま
た
人
を
催
つ
て
耕
作
を
す
る
場
合
。

　
　
二
、
小
作
人
（
承
租
人
）
が
不
可
抗
力
に
よ
る
こ
と
な
く
、
理
由
な
く

　
　
　
継
続
し
て
一
年
間
、
耕
作
を
せ
ず
、
ま
た
地
租
を
納
め
な
い
場
合
。

　
　
三
、
小
作
人
〔
承
租
人
》
が
小
作
地
（
租
地
》
を
転
租
〔
転
小
作
〕
し
、
間

　
　
　
で
利
を
図
ろ
う
と
し
た
場
合
。

　
　
四
、
小
作
料
の
減
額
の
後
に
小
作
人
（
承
租
人
）
に
小
作
料
（
租
）
を
納

　
　
　
め
る
力
が
あ
り
な
が
ら
、
故
意
に
納
め
な
い
場
合
。

　
　
五
、
小
作
人
〔
承
租
人
》
が
死
亡
し
、
相
続
人
が
い
な
い
場
合
。

　
　
六
、
小
作
人
（
承
租
人
）
が
自
ら
小
作
権
（
承
租
権
）
を
放
棄
し
た
場

　
　
　
合
。

　
（
説
明
）
　
地
主
（
出
租
人
）
が
本
条
第
一
款
を
援
用
し
て
、
自
ら
耕
す
こ

　
　
と
を
理
由
に
小
作
地
（
租
地
》
を
取
戻
す
と
き
は
、
必
ず
第
二
十
一
条

　
　
の
規
定
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
転
租
〔
転
小
作
〕
の
解
釈
に
つ
い
て
は
第
三
十
三
条
を
参
照
す
る
。

一
五
四

第
二
十
一
条
　
抗
戦
期
問
中
に
、
地
主
（
出
租
人
》
が
法
に
よ
つ
て
小
作
地

　
〔
租
地
》
を
取
戻
す
と
き
は
、
小
作
人
〔
承
租
人
》
の
生
活
を
顧
慮
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
小
作
人
〔
承
租
人
）
が
実
際
に
貧
乏
で
生
活
能

　
力
の
な
い
と
き
は
、
政
府
は
双
方
当
時
者
を
召
喚
し
て
調
停
を
行
い
、

　
小
作
期
聞
〔
佃
期
》
を
延
長
し
、
あ
る
い
は
小
作
地
の
一
部
を
返
却
す
る

　
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
地
主
〔
出
租
人
》
の
生
活
が
確

　
か
に
逼
迫
し
て
お
り
、
土
地
を
典
売
〔
質
入
れ
売
却
〕
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
二
十
二
条
　
地
主
〔
出
租
人
》
が
第
二
十
条
第
一
款
に
よ
つ
て
小
作
地
を

　
取
戻
す
と
き
は
、
そ
の
年
の
作
物
の
収
穫
後
で
次
の
年
の
作
物
の
播
種

　
の
時
期
に
取
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
収
穫
後
の
一
月
以
内
に

　
小
作
人
（
承
租
人
）
に
そ
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
上
述
の
場
合
に
は
小
作
人
〔
承
租
人
〕
は
そ
の
季
の
小
作
料
（
地
租
）
を

　
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
　
地
主
〔
出
租
人
〕
が
そ
の
小
作
地
〔
租
地
）
を
他
人
に
典
売

　
〔
質
入
れ
売
却
）
す
る
場
合
に
は
、
原
の
小
作
人
〔
原
承
租
人
》
は
同
一
の

　
価
格
で
質
う
け
あ
る
い
は
買
う
け
を
す
る
優
先
権
を
有
す
る
。

　
（
説
明
）
　
地
主
〔
出
租
人
）
が
小
作
地
を
質
入
れ
売
却
す
る
と
き
は
、
ま

　
　
ず
小
作
人
〔
承
租
人
》
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
売
方

　
　
は
故
意
に
価
格
を
高
く
し
て
は
な
ら
ず
、
買
方
も
ま
た
故
意
に
価
格

　
　
を
値
切
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
　
地
主
〔
出
租
人
〕
が
そ
の
小
作
地
〔
租
地
》
を
他
人
に
典
売
す

　
る
場
合
に
、
こ
れ
を
買
う
け
あ
る
い
は
質
う
け
を
し
た
も
の
は
、
も
し



　
自
ら
耕
作
し
お
よ
び
人
を
催
つ
て
耕
作
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
原
の
小

　
作
人
は
、
原
契
約
に
し
た
が
つ
て
小
作
〔
承
租
）
を
継
続
す
る
権
利
を
有

　
す
る
。

第
二
十
五
条
　
地
主
〔
出
租
人
】
が
そ
の
小
作
地
〔
租
地
〕
を
他
人
に
典
売
す

　
る
と
き
は
、
秋
の
収
穫
後
で
春
の
耕
作
前
の
時
期
に
こ
れ
を
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
お
そ
く
と
も
立
春
の
一
個
月
前
ま
で
に
小
作
人
（
承

　
租
人
）
に
そ
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
　
双
方
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
地
主
小
作
〔
租
佃
）
の
一
方

　
が
定
租
を
活
租
に
改
め
、
あ
る
い
は
そ
の
他
こ
れ
と
類
似
の
変
更
を
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
説
明
）
小
作
（
租
佃
）
形
式
を
任
意
に
変
更
す
る
行
為
は
、
小
作
〔
租

　
佃
）
契
約
を
破
る
ば
か
り
で
な
く
、
農
業
生
産
の
発
展
を
妨
害
す
る
も

　
の
で
あ
り
、
小
作
（
租
佃
）
生
活
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

　
こ
れ
を
禁
止
す
る
。

第
二
十
七
条
　
自
ら
耕
作
す
る
こ
と
を
口
実
に
し
て
土
地
を
取
戻
し
、
ひ

　
そ
か
に
小
作
に
出
し
、
あ
る
い
は
そ
の
土
地
を
荒
れ
る
に
ま
か
せ
る
行

　
為
、
お
よ
び
仮
典
仮
売
〔
み
せ
か
け
の
質
入
れ
み
せ
か
け
の
売
買
〕
等
の

　
行
為
を
禁
止
す
る
。

　
（
説
明
）
　
地
主
〔
出
租
人
》
が
自
ら
耕
作
す
る
と
称
し
な
が
ら
、
別
人
に

　
　
闇
で
貸
出
し
〔
租
給
）
、
あ
る
い
は
自
ら
耕
作
す
る
と
称
し
て
、
土
地

　
　
を
取
戻
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
別
の
自
有
の
土
地
を
小
作
に
出
し
、
あ

　
　
る
い
は
取
戻
し
た
の
ち
耕
作
す
る
力
が
無
く
、
あ
る
い
は
別
の
農
民

　
　
に
典
売
す
る
と
称
し
て
、
実
際
は
そ
の
農
民
に
小
作
地
と
し
て
貸
出

　
　
し
す
る
へ
仮
典
仮
売
）
等
の
行
為
は
、
す
べ
て
小
作
人
〔
承
租
人
〕
の

　
　
小
作
権
〔
佃
権
》
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
れ
を
禁
止

　
　
す
る
。

第
二
十
八
条
　
小
作
〔
租
佃
》
契
約
が
満
期
と
な
り
、
地
主
〔
出
租
人
》
が
重

　
ね
て
土
地
を
小
作
に
出
す
と
き
は
、
原
小
作
人
〔
原
承
租
人
）
は
原
契
約

　
に
よ
つ
て
小
作
〔
承
租
〕
を
継
続
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
五
章
　
其

他

第
二
十
九
条
　
民
国
二
十
八
年
年
末
以
前
の
小
作
料
の
滞
納
分
は
一
律
に

　
こ
れ
を
免
除
す
る
。

　
（
説
明
）
　
辺
区
が
小
作
料
の
低
減
を
一
般
に
実
行
し
た
の
は
民
国
二
十

　
　
九
年
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
二
十
八
年
以
前
の
小
作
料
滞
納
分
の
免
除

　
　
を
規
定
す
る
。
す
で
に
土
地
分
配
を
行
つ
た
区
域
で
は
、
多
年
の
滞

　
　
納
を
は
じ
め
か
ら
免
除
し
て
あ
り
、
か
つ
小
作
料
の
額
も
非
常
に
低

　
　
い
た
め
に
、
本
条
を
適
用
し
な
い
。

第
三
十
条
　
他
人
が
久
し
く
荒
れ
た
ま
ま
に
し
て
い
る
土
地
を
開
墾
し
た

　
も
の
は
、
三
年
間
小
作
料
〔
地
租
》
を
免
除
す
る
。
三
年
の
期
限
が
す
ぎ

　
て
、
再
び
こ
の
条
例
に
準
じ
て
小
作
料
〔
租
》
を
納
め
る
。

第
三
十
［
条
　
小
作
人
〔
承
租
人
》
が
小
作
地
（
租
地
》
の
耕
地
改
良
を
行
う

　
こ
と
に
、
地
主
（
出
租
人
》
は
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
上
述
の
耕

　
地
改
良
の
有
効
期
間
中
に
、
地
主
（
出
租
人
》
は
土
地
の
取
戻
し
を
す
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
説
明
）
耕
地
改
良
と
い
う
の
は
、
国
民
政
府
土
地
法
の
解
釈
に
準
ず

一
五
五



　
　
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
　
「
労
力
と
資
本
を
増
加
し
た
結
果
、
耕
地
の
生

　
　
産
力
あ
る
い
は
耕
作
の
便
利
を
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
例
え
ば
、

　
　
中
等
地
を
改
修
し
て
上
等
地
と
し
、
阜
地
を
灌
水
地
に
改
修
す
る
な

　
　
ど
は
す
べ
て
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
農
業
生
産
を
高
め
る
た
め
に
、

　
　
小
作
人
〔
承
租
人
）
の
耕
地
改
良
を
奨
励
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
　
る
。

第
三
十
二
条
　
地
主
〔
出
租
人
》
の
投
資
に
よ
つ
て
耕
地
改
良
を
行
い
、
土

　
地
の
生
産
量
を
高
め
た
と
き
は
、
事
情
を
酌
量
し
て
小
作
料
〔
地
租
）
を

　
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
説
明
）
　
本
条
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
前
条
と
同
様
で
あ
る
。
小
作
料

　
　
〔
地
租
》
の
増
加
額
の
多
少
は
、
土
地
の
生
産
量
の
増
加
の
程
度
に
よ

　
　
つ
て
定
め
る
。

第
三
十
三
条
　
包
租
転
租
〔
小
作
請
負
．
転
小
作
〕
に
よ
つ
て
中
間
利
益
を

　
図
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

　
（
説
明
）
　
小
作
人
〔
承
租
人
》
が
小
作
地
（
租
地
》
の
一
部
を
、
も
と
の
小

　
　
作
料
〔
租
額
》
で
他
人
に
小
作
地
と
し
て
譲
り
、
あ
る
い
は
小
作
地

　
　
〔
租
地
〕
に
一
部
の
生
産
用
具
を
附
加
し
て
人
に
魑
種
．
按
荘
稼
と
し

　
　
て
あ
た
え
る
の
は
、
転
小
作
〔
転
租
〕
と
み
な
さ
な
い
。
た
だ
、
小
作

　
　
料
（
租
》
が
あ
る
の
に
土
地
を
買
入
れ
さ
ら
に
定
租
活
租
と
し
て
小
作

　
　
に
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
中
間
の
利
を
取
ろ
う
と
す
る
も
の
を
、
禁

　
　
止
す
る
。

第
三
十
四
条
　
正
規
の
小
作
料
〔
正
租
》
を
徴
収
す
る
外
に
、
地
主
〔
出
租

　
人
》
は
い
か
な
る
額
外
の
報
酬
お
よ
び
無
償
の
労
働
を
も
取
立
て
て
は

一
五
六

　
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
　
抗
日
軍
人
の
家
族
お
よ
び
貧
困
な
独
り
ぐ
ら
し
の
寡
婦

　
が
、
労
働
力
を
喪
失
し
た
た
め
に
少
量
の
土
地
を
小
作
に
出
し
て
生
活

　
す
る
場
合
は
、
こ
の
条
例
の
制
限
を
受
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
前
項
に
い
う
少
量
の
土
地
と
は
、
一
人
に
つ
い
て
平
均
五
駒
以
下
を

　
　
限
度
と
す
る
。

　
　
〔
桐
と
は
畑
の
広
さ
の
単
位
。
一
日
で
耕
せ
る
土
地
の
広
さ
を
い
い
、

　
　
陵
西
地
方
で
は
三
畝
か
ら
五
畝
を
一
桐
と
す
る
。
ー
訳
者
註
〕

第
三
十
六
条
　
故
意
に
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
は
、
事
情
の

　
軽
重
に
準
じ
て
、
司
法
機
関
が
こ
れ
を
処
理
す
る
。

第
六
章
　
附

貝砿

第
三
十
七
条
　
こ
の
条
例
は
辺
区
参
議
会
で
審
議
可
決
し
た
後
、

　
府
が
こ
れ
を
公
布
施
行
す
る
。

　
　
そ
の
解
釈
の
権
限
は
辺
区
政
府
に
あ
る
。

辺
区
政



陳
甘
寧
辺
区
第
三
期
参
議
会
第
一
回
大
会
通
過
条
例

　
へ
一
九
四
六
年
〈
中
華
民
国
三
十
五
年
〉
四
月
二
日
ー
四
月
二
十

　
七
日
）

、
陵
甘
寧
辺
区
憲
法
原
則

　
ー
四
月
二
十
三
日
大
会
通
過
ー

政
権
組
織

一
、
辺
区
・
県
・
郷
人
民
代
表
会
議
（
参
議
会
）
を
、
人
民
の
管
理
す
る

　
政
権
機
関
と
す
る
。

二
、
人
民
は
、
普
通
・
直
接
・
平
等
・
無
記
名
に
よ
り
各
級
代
表
を
選

　
挙
し
、
各
級
代
表
会
は
、
政
府
人
員
を
選
挙
す
る
。

三
、
各
級
政
府
は
、
各
級
代
表
会
に
対
し
て
責
を
負
い
、
各
級
代
表
は
選

　
挙
人
に
対
し
て
責
を
負
う
。

四
、
郷
代
表
会
は
、
す
な
わ
ち
政
務
を
直
接
に
執
行
す
る
機
関
で
あ
る
。

五
、
人
民
は
、
各
級
政
権
に
対
し
て
検
査
・
告
発
お
よ
び
随
時
建
議
す
る

　
権
利
を
も
ち
、
毎
期
の
選
挙
の
と
き
に
は
大
検
査
を
行
う
。

六
、
各
級
代
表
会
は
、
毎
期
の
大
会
で
前
期
の
大
会
の
決
議
の
執
行
の
情

　
況
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
各
級
政
府
人
員
が
、
人
民
の
決
議
に
違
反
し
、
あ
る
い
は
職
務
を
お

　
ろ
そ
か
に
す
る
と
き
は
、
代
表
会
議
に
よ
つ
て
諮
責
あ
る
い
は
罷
免
さ

　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郷
村
の
場
合
に
は
す
な
わ
ち
人
民
が
直
接
こ

　
れ
を
罷
免
す
る
。

八
、
各
級
人
民
代
表
会
議
（
参
議
会
）
に
つ
い
て
は
、
郷
は
一
年
一
回
改

　
選
、
県
は
二
年
に
一
回
改
選
、
辺
区
は
三
年
に
一
回
の
改
選
を
行
う
。

九
、
辺
区
の
各
少
数
民
族
が
、
集
中
し
て
居
住
し
て
い
る
地
区
で
は
、
こ

　
れ
を
区
画
し
て
民
族
区
を
つ
く
り
、
民
族
自
冶
政
権
を
組
織
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
〔
こ
の
政
権
は
〕
省
の
法
令
と
抵
触
し
な
い
こ
と
を
原
則
に

し
て
、
自
治
法
規
を
訂
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
』
人
民
の
権
利

一
、
人
民
は
、
政
治
上
の
各
項
の
自
由
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
、
政

　
府
の
誘
導
と
物
質
的
な
援
助
を
受
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二
、
人
民
は
、
経
済
上
の
蹟
行
状
態
と
貧
困
か
ら
免
れ
る
権
利
が
あ
る
。

　
そ
の
方
法
の
保
証
は
、
減
租
減
息
と
交
租
交
息
、
労
働
者
の
生
活
の
改

　
善
と
労
働
の
効
率
の
向
上
、
経
済
建
設
φ
大
量
な
発
展
、
災
害
の
救

　
済
、
老
人
病
弱
者
貧
困
者
の
扶
養
－
…
・
…
…
等
で
あ
る
。

三
、
人
民
は
、
無
知
蒙
昧
お
よ
び
不
健
康
か
ら
免
れ
る
権
利
が
あ
る
。
そ

　
の
方
法
の
保
証
と
し
て
、
授
業
料
免
除
の
国
民
教
育
、
授
業
料
免
除
の

　
高
等
教
育
を
行
い
、
優
等
生
の
優
待
を
な
し
、
人
民
に
服
務
す
る
社
会

　
教
育
を
普
及
し
、
衛
生
教
育
と
医
薬
設
備
を
発
展
さ
せ
る
。

四
、
人
民
は
、
武
装
自
衛
の
権
利
を
も
つ
。
そ
の
弁
法
は
自
衛
軍
・
民
兵

　
等
で
あ
る
。

五
、
辺
区
人
民
は
、
民
族
の
区
別
な
く
一
律
に
平
等
で
あ
る
。

六
、
婦
人
は
、
男
子
と
平
等
の
権
利
を
有
す
る
外
に
、
ま
た
婦
人
の
特
殊

　
な
利
益
が
考
慮
さ
れ
る
。

一
五
七



　
　
　
　
三
　
司
　
　
　
法

一
、
各
級
司
法
機
関
は
、
独
立
し
て
職
権
を
行
使
し
、
法
律
に
従
う
外

　
は
、
如
何
な
る
干
渉
も
う
け
な
い
。

二
、
司
法
機
関
・
公
安
機
関
が
法
に
よ
つ
て
職
務
を
執
行
す
る
外
は
、
如

　
何
な
る
機
関
・
団
体
も
、
逮
捕
審
問
の
行
為
を
な
し
得
な
い
。

三
、
人
民
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
か
を
問
わ
ず
、
職
務
を
誤
つ

　
た
公
務
職
員
の
誰
を
も
告
発
〔
控
告
》
す
る
権
利
を
も
つ
。

四
、
法
を
犯
し
た
も
の
に
対
し
て
は
、
感
化
主
義
を
採
用
す
る
。

　
　
　
　
四
　
経
　
　
　
済

一
、
耕
作
者
が
そ
の
田
畑
を
所
有
し
、
労
働
者
が
職
を
も
ち
、
企
業
は
発

　
展
の
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
公
営
・
合
作
・
私
営
の
三
種
の
方
式
を
用
い
て
、
す
べ
て
の
人
力
・

　
資
力
を
組
織
し
て
、
繁
栄
を
促
進
し
貧
窮
を
消
滅
す
る
た
め
に
闘
争
す

　
る
。

三
、
外
来
の
投
資
を
歓
迎
し
、
そ
の
合
理
的
な
利
潤
を
保
障
す
る
。

四
、
職
業
〔
訓
練
〕
学
校
を
設
立
し
、
技
術
的
な
人
材
を
養
成
す
る
。

五
、
計
画
的
に
、
農
工
鉱
の
各
種
の
産
業
を
発
展
さ
せ
る
。

　
　
　
五
　
文
　
　
　
化

［
、
一
般
人
民
に
文
化
を
普
及
し
、
ま
た
そ
の
文
化
水
準
を
高
め
て
、

盲
の
消
滅
を
速
か
に
し
、
疾
病
と
死
亡
の
現
象
を
減
少
さ
せ
る
。

文

二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八

学
術
の
自
由
を
保
障
し
、
科
学
の
発
展
に
力
を
つ
く
す
。

以
上
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
煩
環
な
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

険
甘
寧
辺
区
婚
姻
条
例

　
ー
四
月
二
十
三
日
大
会
通
過
ー

第
【
条
　
男
女
の
婚
姻
は
自
ら
の
意
志
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
一
夫

　
一
妻
制
を
行
な
う
。

第
二
条
　
強
迫
に
よ
る
婚
姻
、
請
負
婚
姻
〔
第
三
者
が
婚
姻
を
成
立
さ
せ

　
る
こ
と
を
引
受
け
て
き
て
、
婚
姻
の
当
事
者
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く

　
婚
姻
を
締
結
す
る
1
訳
者
註
〕
お
よ
び
売
買
婚
姻
を
禁
止
す
る
。

第
三
条
　
少
数
民
族
の
婚
姻
は
、
本
条
例
の
規
定
に
違
反
し
な
い
か
ぎ

　
り
、
そ
の
慣
習
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
　
男
女
が
結
婚
す
る
と
き
は
、
そ
の
土
地
の
政
府
（
郷
・
市
）
に

　
対
し
て
登
記
を
申
請
し
、
結
婚
証
を
受
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
結
婚
の
年
令
は
、
男
子
二
十
才
、
女
子
十
八
才
に
達
し
て
い
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
次
の
事
情
の
一
が
あ
る
も
の
は
、
結
婚
を
禁
止
さ
れ
る
。

　
　
一
、
花
柳
病
お
よ
び
そ
の
他
の
不
治
の
悪
質
な
疾
病
に
罹
つ
て
い
る

　
　
　
も
の
。

　
　
二
、
詐
欺
あ
る
い
は
強
迫
に
よ
り
他
方
の
意
志
の
自
由
を
失
わ
し
め

　
　
　
た
も
の
。

　
　
三
、
誘
拐
を
な
し
た
も
の
。



　
　
四
、
直
系
血
族
、
直
系
姻
族
あ
る
い
は
八
親
等
内
の
傍
系
血
族
あ
る

　
　
　
い
は
三
親
等
内
の
傍
系
姻
族
。

第
七
条
　
男
女
の
予
定
婚
約
者
〔
予
め
婚
約
者
と
し
て
き
め
ら
れ
て
い
る

　
も
の
1
訳
者
註
〕
は
、
ま
だ
結
婚
を
し
な
い
前
に
、
も
し
一
方
が
婚
約

　
の
解
除
を
要
求
す
る
と
き
は
、
政
府
に
対
し
て
申
出
て
こ
れ
を
解
除
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
　
男
女
双
方
が
、
自
ら
の
意
志
で
離
婚
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

　
そ
の
土
地
の
郷
（
市
）
政
府
に
お
も
む
き
離
婚
証
を
受
取
ら
ね
ば
な
ら
な

　
い
。

第
九
条
　
男
女
の
一
方
は
、
他
方
に
次
の
事
情
の
一
が
あ
る
こ
と
を
理
由

　
と
し
て
、
県
政
府
に
対
し
て
離
婚
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
、
感
情
意
志
が
根
本
的
に
合
わ
ず
、
同
居
を
継
続
し
難
い
も
の
。

　
　
二
、
重
婚
者
。

　
　
三
、
他
人
と
姦
通
し
た
も
の
。

　
　
四
、
〔
夫
婦
の
と
方
を
お
と
し
入
れ
害
お
う
と
図
つ
た
も
の
。

　
　
五
、
不
治
の
悪
質
の
疾
病
を
患
つ
て
い
る
も
の
。

　
　
六
、
交
接
不
可
能
な
も
の
。

　
　
七
、
悪
意
を
も
つ
て
他
方
を
遺
棄
し
そ
の
状
態
を
継
続
し
て
い
る
も

　
　
　
の
。

　
　
八
、
他
方
を
虐
待
す
る
も
の
。

　
　
九
、
男
女
の
一
方
が
正
業
に
つ
か
ず
、
屡
々
改
俊
を
勧
め
て
も
効
果

　
　
　
な
く
、
他
方
の
生
活
に
影
響
を
あ
た
え
る
も
の
。

　
　
十
、
生
死
不
明
で
三
年
を
過
ぎ
た
も
の
。

　
　
十
一
、
そ
の
他
重
大
な
理
由
の
あ
る
も
の
。

第
十
条
女
子
の
懐
妊
期
間
に
、
男
子
は
離
婚
を
言
い
出
す
こ
と
は
で
き

　
な
い
。
離
婚
条
件
が
あ
る
も
の
の
場
合
も
、
ま
た
女
子
の
産
後
一
年
を

　
ま
つ
て
、
は
じ
め
て
言
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
双
方
の
同
意

　
が
あ
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
十
一
条
　
男
女
の
離
婚
前
に
出
生
し
た
子
女
は
、
授
乳
期
間
は
女
子
が

　
養
育
し
、
授
乳
期
間
を
す
ぎ
は
も
の
は
、
父
に
随
う
か
母
に
随
う
か
は

　
そ
の
取
極
に
従
い
、
取
極
の
な
い
も
の
は
、
男
子
の
養
育
す
る
と
こ
ろ

冒
と
な
る
。
子
女
は
、
な
お
依
然
父
母
と
の
関
係
を
承
認
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

第
十
二
条
　
男
子
が
離
婚
を
言
い
出
し
、
か
つ
女
子
が
ま
だ
再
婚
前
で
、

　
た
し
か
に
生
活
を
維
持
す
る
方
法
の
な
い
も
の
は
、
男
子
が
必
要
な
生

　
活
費
を
負
担
す
る
。

第
十
三
条
　
結
婚
に
よ
ら
な
い
出
生
の
子
女
も
結
婚
に
よ
る
出
生
の
子
女

　
と
、
同
等
の
権
利
を
享
受
し
、
差
別
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
離
婚
の
と
き
、
男
女
双
方
は
各
自
そ
の
所
有
す
る
財
産
を
取

　
戻
す
、
た
だ
し
離
婚
前
に
双
方
が
共
同
経
営
し
て
所
得
し
た
財
産
の
あ

　
る
も
の
は
、
事
情
に
よ
つ
て
こ
れ
を
処
理
す
る
。

第
十
五
条
　
お
よ
そ
、
結
婚
・
離
婚
を
こ
の
条
例
に
違
反
し
て
な
し
た
も

　
の
は
、
当
事
者
が
そ
の
土
地
の
司
法
機
関
に
訴
え
で
て
法
に
よ
つ
て
処

　
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
刑
事
の
領
域
に
わ
た
る
も
の
は
、
刑
事

　
に
よ
つ
て
こ
れ
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
　
こ
の
条
例
は
、
辺
区
参
議
会
で
審
議
可
決
し
て
、
辺
区
政
府

一
五
九



が
こ
れ
を
公
布
施
行
し
、

る
。

そ
の
解
釈
の
権
限
は
、
辺
区
政
府
に
属
す

険
甘
寧
辺
区
営
業
税
暫
行
条
例

　
－
四
月
二
十
四
日
大
会
通
過
ー

第
｝
章
　
総

貝o

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
平
和
建
国
綱
領
経
済
財
政
篇
第
十
一
条
お
よ
び

　
陵
甘
寧
辺
区
施
政
綱
領
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
こ
れ
を
制
定
す

　
る
。

第
二
条
営
業
税
は
、
辺
区
政
府
が
条
例
に
よ
つ
て
統
一
的
に
徴
収
し
、

　
各
級
政
府
は
、
重
ね
て
徴
収
あ
る
い
は
附
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
条
　
営
業
税
は
、
商
人
の
純
収
益
に
つ
い
て
〔
課
し
〕
貨
幣
形
式
で
徴

　
収
す
る
。

第
四
条
　
営
業
税
の
徴
収
は
、
辺
区
政
府
が
命
令
を
も
つ
て
こ
れ
を
行

　
う
。

第
二
章
徴
収
範
囲

第
五
条
　
お
よ
そ
、
辺
区
の
区
域
内
に
固
定
し
た
所
在
地
を
も
ち
、
商
工

　
業
を
経
営
し
て
い
る
も
の
は
、
公
営
あ
る
い
は
私
営
を
問
わ
ず
、
い
ず

　
れ
も
営
業
税
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
お
よ
そ
、
辺
区
の
区
域
内
で
臨
時
に
営
業
に
従
事
す
る
も
の

　
は
、
公
私
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
臨
時
営
業
税
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

一
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ら
な
い
。

第
七
条
　
お
よ
そ
、
商
人
で
辺
区
の
内
外
で
ひ
と
し
く
商
工
業
を
経
営
す

　
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
営
業
税
を
徴
収
す
る
の
に
、
そ
の
辺
区
内
の
部
分

　
に
つ
い
て
徴
収
し
、
辺
区
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
算
入
し
こ
れ
を
徴

　
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
八
条
　
お
よ
そ
、
商
人
で
辺
区
内
の
二
箇
所
以
上
の
地
区
に
お
い
て
ひ

　
と
し
く
商
工
業
を
経
営
し
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
営
業
税
の
徴
収
に

　
は
所
在
地
別
に
分
つ
て
こ
れ
を
徴
収
す
る
方
法
を
と
る
。

第
九
条
　
お
よ
そ
、
農
業
と
商
工
業
と
を
兼
営
す
る
も
の
は
、
農
業
の
部

　
分
に
つ
い
て
は
農
業
税
条
例
に
よ
つ
て
農
業
税
を
徴
収
す
る
外
に
、
そ

　
の
兼
営
の
商
工
業
の
部
分
に
つ
い
て
、
営
業
税
条
例
に
よ
つ
て
営
業
税

　
を
徴
収
す
る
。

第
三
章
徴
収
基
準

第
十
条
　
営
業
税
は
、
そ
の
純
収
益
の
多
寡
に
準
じ
て
、
累
進
の
原
則
に

　
基
づ
き
半
年
（
六
個
月
）
ご
と
に
一
回
徴
収
し
、
半
年
に
満
た
な
い
も

　
の
は
、
月
に
よ
つ
て
計
算
し
こ
れ
を
徴
収
す
る
。

第
十
一
条
　
営
業
税
は
、
各
世
帯
〔
戸
》
の
半
年
間
に
所
得
し
た
純
収
益
の

　
多
寡
を
も
つ
て
計
算
し
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
。

第
十
二
条
　
営
業
税
の
最
低
の
徴
収
率
は
百
分
の
二
と
し
、
最
高
の
率
は

　
百
分
の
三
十
と
す
る
。
最
低
の
課
税
額
は
暫
定
的
に
貨
幣
二
万
元
と

　
し
、
最
高
の
累
進
額
は
暫
定
的
に
貨
幣
二
百
五
十
万
元
と
す
る
。
二
百

　
五
十
万
元
以
上
は
更
に
累
進
し
な
い
。
そ
の
累
進
額
の
修
正
を
必
要
と



　
す
る
と
き
は
、
辺
区
政
府
の
命
令
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。

第
十
三
条
臨
時
営
業
税
は
、
毎
回
の
取
引
額
を
基
準
と
し
て
そ
の
千
分

　
比
を
も
つ
て
計
算
し
て
こ
れ
を
徴
収
す
る
。
最
低
の
徴
収
率
を
千
分
の

　
五
と
し
、
最
高
の
率
を
千
分
の
三
十
と
す
る
。
最
低
の
課
税
額
は
暫
定

　
的
に
貨
幣
二
万
元
、
最
高
の
累
進
額
は
貨
幣
一
百
二
十
五
万
元
と
し
、

　
一
百
二
十
五
万
元
以
上
は
更
に
累
進
し
な
い
。
そ
の
累
進
額
の
修
正
を

　
必
要
と
す
る
と
き
は
、
辺
区
政
府
の
命
令
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。

第
十
四
条
　
公
私
の
営
業
を
問
わ
ず
、
満
半
年
を
す
ぎ
た
後
の
最
初
の
十

　
日
以
内
に
、
そ
の
店
の
そ
の
年
の
半
年
度
の
営
業
総
額
お
よ
び
純
収
益

　
を
税
務
機
関
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
隠
し
た
り
ご
ま
か
し
て

　
は
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
減
税
・
免
税

第
十
五
条
　
甲
、
次
に
あ
げ
る
経
営
は
あ
ら
か
じ
め
免
税
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
Q

　
　
一
、
お
よ
そ
純
粋
に
供
給
の
性
格
を
も
つ
公
営
工
場
、
お
よ
び
政
府

　
　
　
が
発
展
を
奨
励
し
て
い
る
公
私
の
、
紡
織
・
製
紙
・
鉱
山
開
発
・

　
　
　
冶
金
・
棉
打
ち
・
紡
績
・
製
糖
等
の
企
業
。
こ
れ
ら
が
も
し
そ
の

　
　
　
他
の
経
営
を
兼
ね
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
兼
業
し
て
い
る
そ
の
他

　
　
　
の
経
営
は
免
税
の
例
に
加
え
ら
れ
な
い
。

　
　
二
、
蘇
寡
・
身
よ
り
の
な
い
老
人
子
供
・
病
弱
者
等
の
よ
る
べ
が
な

　
　
　
く
ま
た
貧
困
に
苦
し
ん
で
お
り
、
小
商
い
で
僅
か
に
そ
の
生
活
を

　
　
　
維
持
し
て
い
る
も
の
。

　
　
乙
、
次
に
あ
げ
る
各
種
の
性
格
の
経
営
は
、
別
途
に
徴
税
額
に
お
う

　
じ
て
減
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
、
機
関
部
隊
学
校
に
属
す
る
各
種
の
経
営
者
は
、
一
律
に
八
割
を

　
　
　
減
じ
て
徴
収
す
る
。

　
　
二
、
お
よ
そ
政
府
に
登
記
し
て
い
る
生
産
消
費
合
作
社
は
、
一
律
に

　
　
　
五
割
を
減
じ
て
徴
収
す
る
。

　
　
三
、
合
資
〔
合
股
〕
の
性
質
を
も
つ
小
資
本
の
経
営
者
は
、
八
割
を
減

　
　
　
じ
て
徴
収
す
る
。

　
　
四
、
辺
区
の
生
産
の
発
展
に
有
益
で
あ
り
、
同
時
に
自
己
の
直
接
の

　
　
　
労
力
に
よ
つ
て
経
営
し
て
い
る
各
種
の
小
手
工
業
は
、
予
め
種
類

　
　
　
を
分
つ
て
減
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
種
類
は
次
の
も
の
で

　
　
　
あ
る
。

　
　
　
鉄
匠
は
四
割
減
税
、
銅
錫
匠
・
各
種
機
械
修
理
・
毛
織
物
匠
・
麻

　
　
　
縄
製
造
・
毛
巾
製
造
・
靴
下
製
造
・
油
坊
・
製
糸
業
・
衣
服
製
造

　
　
　
匠
・
車
大
工
・
木
工
・
な
め
し
皮
業
・
理
髪
・
蹄
鉄
う
ち
等
は
、

　
　
　
一
律
に
六
割
減
税
。

　
　
以
上
第
四
項
の
各
種
の
〔
経
営
の
〕
減
税
は
、
も
し
そ
の
他
の
経
営
を

　
兼
ね
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
兼
業
の
そ
の
他
の
経
営
を
優
待
の
例
に

　
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。

第
十
六
条
　
災
害
に
遭
つ
て
損
失
を
蒙
つ
て
も
の
は
、
〔
そ
の
事
情
を
〕
酌

　
量
し
て
減
税
あ
る
い
は
免
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
　
退
役
・
傷
病
軍
人
の
経
営
は
、
〔
そ
の
事
情
を
〕
酌
量
し
て
減

　
税
あ
る
い
は
免
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
五
章
懲
罰

第
十
八
条
　
商
人
に
、
次
に
あ
げ
る
違
法
行
為
が
あ
つ
た
も
の
は
、
区
別

　
し
て
こ
れ
を
懲
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
、
私
の
自
立
営
業
で
、
政
府
に
登
記
を
せ
ず
、
営
業
許
可
証
を
受

　
　
　
け
て
お
ら
ず
、
お
よ
び
会
計
簿
を
偽
造
し
あ
る
い
は
そ
の
他
の
方

　
　
　
法
を
用
い
て
脱
税
を
す
る
も
の
は
、
司
法
機
関
に
送
り
こ
れ
を
弁

　
　
　
理
す
る
。

　
　
二
、
お
よ
そ
、
理
由
も
な
く
し
て
納
入
を
延
期
し
、
口
実
を
設
け
て

　
　
　
責
任
を
他
人
に
転
稼
し
て
、
税
款
を
納
入
せ
ず
十
日
を
過
怠
す
る

　
　
　
も
の
は
、
事
情
を
参
酌
し
て
、
納
税
額
の
百
分
の
五
か
ら
百
分
の

　
　
　
十
五
ま
で
の
罰
金
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
三
、
〔
納
税
を
）
拒
ん
で
納
入
を
し
な
い
も
の
は
、
司
法
機
関
に
お
く

　
　
　
り
こ
れ
を
弁
理
す
る
。

第
十
九
条
　
税
務
職
員
が
そ
の
任
務
の
執
行
に
顕
著
な
成
績
が
あ
り
、
あ

　
る
い
は
違
法
行
為
を
な
し
そ
の
職
務
を
誤
つ
た
と
き
は
、
す
べ
て
政
務

　
　
職
員
規
約
に
よ
つ
て
こ
れ
を
処
理
す
る
。

第
二
十
条
　
税
務
職
員
に
も
し
不
法
行
為
が
あ
つ
た
と
き
は
、
人
民
は
政

　
府
に
こ
れ
を
告
発
す
る
権
利
が
あ
る
。

　
　
第
六
章
附
則

第
二
十
一
条
こ
の
条
例
の
施
行
細
則
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
二
条
　
こ
の
条
例
は
、
辺
区
政
府
の
公
布
の
日
よ
り
施
行
す
る
。

第
二
十
三
条
　
こ
の
条
例
の
公
布
後
は
、

　
条
例
を
た
だ
ち
に
廃
止
す
る
。

一
六
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民
国
三
十
三
年
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営
業
税
暫
行

l
l
完

　
　
　
前
号
収
載
条
例
目
録

第
一
　
陵
甘
寧
辺
区
第
一
期
参
議
会
通
過
条
例

　
陵
甘
寧
辺
区
抗
戦
時
期
施
政
綱
領

　
陵
甘
寧
辺
区
第
一
期
参
議
会
を
通
過
し
た
十
二
件
の
重
要
提
案

　
陵
甘
寧
辺
区
組
織
条
例

　
陳
甘
寧
辺
区
選
挙
条
例

　
陵
甘
寧
辺
区
各
級
参
議
会
組
織
条
例

　
陵
甘
寧
辺
区
土
地
条
例

　
陵
甘
寧
辺
区
高
等
法
院
組
織
条
例

第
二
　
陵
甘
寧
辺
区
第
二
期
参
議
会
通
過
条
例

　
陳
甘
寧
辺
区
施
政
綱
領

　
　
施
政
綱
領
採
択
の
決
議

　
保
障
人
権
財
権
条
例

　
陳
甘
寧
辺
区
行
政
督
察
専
員
公
署
組
織
暫
行
条
例

　
陳
甘
寧
辺
区
県
政
府
組
織
暫
行
条
例

　
陵
甘
寧
辺
区
各
県
区
公
署
組
織
暫
行
条
例

　
陵
甘
寧
辺
区
各
郷
市
政
府
組
織
条
例


